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第２回 農林水産業・地域産業振興ＴＦ 議事概要 

１ 日 時：平成 19 年４月 20 日（金） 15:00～19:00 

２ 場 所：永田町合同庁舎２階第２共用会議室 

３ 議 題：厚生労働省からのヒアリング及び意見交換 

      「生鮮食品の栄養成分の表示について」 

      農林水産省からのヒアリング及び意見交換 

      「生鮮食品の栄養成分の表示について」 

「奨励品種指定制度、産地品種銘柄指定について」 

「加工用米、政府米の買入入札等の情報提供について」 

「品種登録について」 

「区画整理、基盤整備事業について」 

「農業金融の円滑化について」 

４ 出席者：【規制改革会議】 

      八田主査、安念委員、米田委員、本間専門委員、大泉専門委員、 

昆専門委員 

      【厚生労働省】 

医薬食品局食品安全部新開発食品保健対策室 室長  玉川 淳 

【農林水産省 】 

１．生鮮食品の栄養成分の表示について 

生産局 農産振興課          課長   竹森 三治 

消費・安全局 表示・規格課      課長補佐 筬島 一宏  

２．奨励品種指定制度、産地品種銘柄指定について 

生産局 農産振興課          課長   竹森 三治 

消費・安全局 表示・規格課      課長補佐 筬島 一宏 

総合食料局 食糧部消費流通課     課長   島田 純 

３．加工用米、政府米の買入入札等の情報提供について 

総合食料局 食糧部計画課需給調整対策室 室長  吉井 巧  

４．品種登録について 

生産局 種苗課審査室          室長   小平 均  

５．区画整理、基盤整備事業について 

農村振興局 企画部資源課        課長   富田 友幸 

農村振興局 整備部農地整備課      課長   雑賀 幸哉 

６．農業金融の円滑化について 

経営局 金融調整課          課長   天羽 隆 

経営局 協同組織課          課長   石井 俊道 

経営局 協同組織課経営・組織対策室   室長  村井 正親  
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１ 生鮮食品の栄養成分の表示について 

○八田主査 お忙しいところをお越しくださいましてありがとうございます。第２

回「農林水産業・地域産業振興ＴＦ」を開催したいと思います。 

 こちら側の委員でまだ御存じないのは、安念委員はもうお会いになりましたね。

あとは大泉専門委員と昆専門委員が初めてかもしれません。よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、こちらで前もって質問事項を提出させていただいていると思いますの

で、早速御説明をお願いいたします。 

○玉川室長 食品安全部の新開発食品保健対策室の玉川でございます。 

いただいた御質問に答える前に、栄養に関する表示というものはなかなか全体像

がわかりづらいところがありますので、ごく簡単にアウトラインだけ、横長の資料

で御説明した後、個別の御指摘をいただいた事項についてお答えすることといたし

たいと思っております。 

 まず、一般的に栄養の表示に関して関わりが出てきますのは、栄養表示基準とい

うものがございます。これ自体は、生鮮食品の取扱いについては別なのでございま

すけれども、一般に販売に供する食品について、成分の量とか熱量、こうしたもの

を栄養表示というのですが、これを行う場合のルールというものを定めております。 

消費者に対する情報伝達とかということを考えますと、情報は多ければ多いほど

とか、あるいは豊富であればというような気持ちもあるところだと思いますが、一

定のルールに則ってやらないとかえって誤認をさせるといったようなおそれもあ

りますことから、こうしたようなものが定められているというところでございます。 

 栄養成分に関する表示、あるいは特に摂取の状況から見てそれが欠けがちなもの

については「補給ができる」旨の表示とか、逆に過剰になりやすいものについては

「適切な摂取ができる」旨の表示、こうしたときのルールというものが栄養表示基

準の中で定められているところでございます。 

 １枚おめくりいただきまして、それでは生鮮食品についてこれらのルールがどの

ように関与しているのかということについてでございますけれども、米などの生鮮

食品につきましてはこれらの栄養表示基準の対象外というふうに、されているとこ

ろでございます。 

その考え方といたしましては、同種の食品であっても、季節とか生産地で含有の

量の変動が激しいとか、そういうことによりまして、直ちに基準の適用にはなじま

ないところがあるのではないかといったことから対象外とされているところでは

ありますが、その趣旨を考えますと、生鮮食品において栄養成分の量や熱量等の表

示を禁止するといったことから対象外としているものではありませんので、カロリ

ー等の栄養表示を行うこと自体はそれによって禁じられているものではないと考

えております。 
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 ただし、消費者に対する適切な情報提供といったことが一番求められているとこ

ろでありますので、その表示の中身と実際の内容が合致していることは表示一般論

として大事なことだと考えております。 

 ここで違った話になるわけでございますけれども、何々オフとか、低何とかとい

ったような表示が、先ほどの１枚目でも熱量、脂質、コレステロール等については、

いろいろ一般的な栄養表示基準の中でできるというところがあったわけでござい

ますけれども、それ以外に病者用あるいは乳幼児用の表示ということで、そうした

者のための特別の用途の食品というようなカテゴリーがありまして、特別用途食品

というのですが、その中で、低たんぱく食品につきましては、許可がないとそうし

た特別用途食品の表示ができないということになっておりまして、そうしたところ

でたんぱく質の摂取量や何かを減らすような腎臓病患者の食事療法のための食品

制度、特別のカテゴリーがあるところでございます。 

 従来より、その解釈といたしまして、私どもの方では何々オフとか低何とかとい

うことで、たんぱくについて表示するということについては、この病者用のカテゴ

リーで対応していただくことを制度のところから必要と考えているところであり

まして、そうした形で対応しているところであります。 

 雑駁でございますけれども、以上が全体の流れでございまして、具体的に個別に

御質問のあった事項についてお答えしたいと思います。 

 まず（１）でございますけれども、生鮮食品の栄養成分表示について、例えばコ

メの場合、栄養成分を米袋に表示して販売することは可能かということでございま

すけれども、ただいま申しましたように、栄養成分の表示、どういう栄養成分があ

るかを表示することにつきましては、生鮮食品であっても、その内容と実際の食品

の栄養成分が一致するものであれば、栄養成分表示を行うということは可能と考え

ております。 

 （２）でございますけれども、米であれば、品種ごとに栄養成分に差異はないと

お考えかという御質問でありますけれども、一般論として、生鮮食品というのは、

先ほど申しましたように、同種の食品であっても、そもそも季節とか生産地とかで

違うということでございますので、品種とか個体ごとなどによって成分に差異があ

り得るものというふうに一般論として考えております。 

 米の場合、品種ごとに内消化性が異なるので、エネルギーなどの成分は異なるの

ではないかという御指摘でございますけれども、私どもの表示の中身というのは、

まさに食品に含まれている栄養成分そのものでありまして、それがどのような消化

をされ、吸収されといったところではなくて、どれだけ含まれているかというとこ

ろで統一して表示の基準を定めておりますので、内消化性に関わりなく、客観的に

いかなる栄養成分を含有しているかどうか。これはすべての食品で同じルールでや

っているものであります。 
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 内消化性のお話等々でございますけれども、前述のとおり、品種によっても成分

の含有量には差異があるものと認識しているところでございます。 

 品種ごとに栄養成分が異なるのであれば、品種ごとの栄養成分を米袋に表示する

ことも可能とすべきと考えるがということでありますけれども、品種ごとに成分が

異なっているかどうかという問題ではありませんので、栄養成分の表示について、

中身と実際のところとがちゃんと一致するということであれば、それは可能であり

ますし、そこの内容がずれていれば、それは問題であるということであります。 

 （５）の、栄養成分が異なるのであれば、他の品種の栄養成分と比較してたんぱ

く質の吸収量が低い品種の場合「低タンパク質米」「タンパク質○％オフ」「タン

パク質 2/3」等と米袋に表示して販売することが可能かという御質問でございます

けれども、（３）で申しましたが、内消化性とかそうした吸収率とかというところ

の問題でなくて、成分としてどれだけ含まれているかということでございますので、

吸収率が低いからといって、含有量が低いということは認められていないというと

ころであります。 

 生鮮食品につきまして、健康増進法に基づきます特定保健用食品、それから、先

ほども説明いたしました特別用途食品の対象となるか否かということについてで

ございますけれども、生鮮食品でありましても、そのことをもって健康増進法に規

定する特定保健用食品、それから、特別用途食品の許可の対象から除外されるもの

ではございません。 

 いただいた質問に対する回答は、以上であります。 

○八田主査 どうもありがとうございました。 

 まず最初に、私から伺わせていただきたいのは（４）のところです。「栄養成分

の表示については、表示内容と実際の食品の栄養成分が一致するものであれば、当

該食品の包装等に栄養成分表示を行うことは可能である」という御回答なんですが、

この「一致するものであれば」というのが、常識的に考えて、ある統計的な誤差の

範囲内でという統計的な処理をするんだと思うんですが、それは大体どういう基準

なんでしょうか。 

○玉川室長 これは、表示の一般論のお話ではあるのですけれども、先ほどの生鮮

については適用されないと言いました栄養表示基準の中では、たんぱく質の場合、

±20％というところが誤差として定められているところでありまして、消費者に対

する正確な情報提供というところの趣旨を考えますと、そこでの値というのが参考

になって、個別に事業者の方でやる際には、基準によって定められていることでは

ありませんから基準の遵守として出てくる話ではありませんけれども、類似したよ

うなところでそうした表示がある以上、そういったものが世間的には妥当と考えら

れるラインなのではないかと思われます。 

○八田主査 わかりました。 
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○安念委員 その前提なんですが、私も室長と同じ法学部なものですから、どうし

ても頭を整理したいので伺うんですけれども、生鮮食品の栄養成分表示について規

制している法令というのは、そもそも存在しておりますか。 

○玉川室長 栄養表示基準につきましては、適用は除外をされてあります。 

○安念委員 何法の適用が除外されているんですか。 

○玉川室長 栄養表示基準自体は、健康増進法に基づき定められています。 

○安念委員 そのおっしゃる基準というのは、法形式としては厚生労働大臣の告示

か何かですか。 

○玉川室長 基準自体は告示でありまして、法律の 26 条に基づき告示が定められ

ております。 

○安念委員 生鮮食品については告示の範囲外だというのは、26 条で決めてあるん

ですか。それとも、告示の中で決めてあるんですか。 

○玉川室長 告示の中で明示されております。 

○安念委員 そうしますと、生鮮食品の栄養成分表示について規制をした法令はな

いんですね。民法や刑法の詐欺罪とか、不正競争防止法、そういうものは別ですけ

れども、御省所管ではないんですね。 

○玉川室長 失礼しました。先ほど 26 条と言いましたけれども、31 条だったので、

そこは訂正いたします。 

表示基準の適用に関しては、おっしゃるとおりであります。 

○安念委員 それでは、表示基準の適用外で、御省所管の他の法令が生鮮食品の栄

養成分表示について規制しているということはあるんですか。 

○玉川室長 成分の表示についてはございません。 

○安念委員 ないんですね。 

○玉川室長 厚生労働省の所管するところで、正面からそのものについて規制をし

ているものはございません。 

○安念委員 だとすれば、申し訳ないけれども、後の質問についても、当省所管の

法令は何も決めていないから別に何も決めていません。つまり、放任された行為で

あるというお答えになるのが論理的ではないんですか。 

○玉川室長 （５）とか（６）につきましては、特保の制度とか、特別用途食品の

制度との関係がございますので、その関係からの整理をさせていただいております

けれども、そういうことでございます。 

 法令の根拠についてのお尋ねでありますと、委員御指摘のような整理になるのか

なと思います。 

○安念委員 つまり、特保その他の脇の制度があって、そこを邪魔するような表示

はいけない。これは 31 条の問題ではなくて別の制度から、言わば軒先から出てき

たような規制ということになりますね。それは当然です。ほかの制度の趣旨を侵害
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するような表示をしてはいかぬというのは当たり前の話だけれども、そうすると、

そういうもののお邪魔をしなければどう書いてもいいということですね。 

○玉川室長 法令に違反をしているかというような言い方であれば、そのとおりで

あります。 

 一般論として、私ども、食品のリスクコミュニケーションという中で適切な情報

提供に努めてくださいということは事業者に対してお願いしているところであり

ますので、それはそうです。 

○安念委員 それでは、例えば低たんぱくでないのに低たんぱくと書いて買わせれ

ば、恐らく刑法上、詐欺罪です。あるいは民法上もそうだと思うし、更に他のコン

ペティターとの関係では、多分、不当な表示なんだから、不正競争防止法に触れる

と思うんです。 

だけれども、それは御省の所管の話ではないから、御省所管の法令で言えば、要

するに今、教えていただいたところでは、別にない。一般的な商道徳があるだけで

ある。 

○玉川室長 低たんぱくにつきましては、先ほど言いました特別用途の関係でござ

います。 

○八田主査 それでは、成分表示に関しては、それで決まりだということですね。 

 そうすると、今の 20％前後ということも、法律的には特に適用されないというこ

とですね。 

○玉川室長 法律的にはそういうことです。消費者の受け止め方として、私どもの

ところは、栄養表示基準の世界ではこういうことになっておりますので、それを消

費者は念頭に置かれるのではないのでしょうかということでございます。 

○安念委員 それは紙にしておられるんですか。生鮮食品の、一応、20％が横に基

準としてあるから、それを紙にはしていらっしゃらないんですか。 

○玉川室長 それは紙にはなっておりません。 

○安念委員 聞かれればそうおっしゃっているということですね。 

○玉川室長 そうです。照会があったならば制度を紹介して、申し上げたようなこ

とを言っているだけです。 

○安念委員 法学部的にはよくわかりました。 

○八田主査 もう一つだけ、私も今の安念さんので基本的にはわかりましたが、20

％というのを今度、政策的にリコメンドされるとしましょう。すなわち、従っても

いいし従わなくてもいいけれども、20％にしたらいいだろうと思うといって推薦さ

れるとします。その場合は、これはどういう機関で検査してもらうということが普

通なんですか。 

○玉川室長 結果として、それは範囲内に合致していれば表示基準に違反していな

いということで取り扱っているだけでありますので、私どもの方は、例えば食品衛
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生監視員とかが収去したときに、その範囲から外れているということであると、こ

れは問題の食品になるということだけでありまして、実際に証明書があるとかない

とかというのではなくて、範囲内に収まっていればです。 

○八田主査 わかりました。加工物に関しては、ある意味で抜き打ちのチェックが

あって、それにたえられればそれでいいということですね。 

○玉川室長 表示基準が適用されている範囲については、そういうことになります。 

○八田主査 わかりました。 

 どうぞ、大泉先生。 

○大泉専門委員 似たような話になるかも知れないのですが、表示違反というコン

セプトはあるんですか。 

○玉川室長 健康増進法で定められております表示基準に対しましては、それに対

する罰則があります。 

○大泉専門委員 罰則があるんですね。それは行政が対応するわけですね。 

○玉川室長 最終的には刑事罰までありますので、それは検察当局なり、最終的に

は裁判所や何かで審議され得るものということにはなります。 

○大泉専門委員 それの発見とか摘発は食品衛生監視員ですか。 

○玉川室長 行政的に、そうしたものについて検査をしたり、収去したりといった

ような手続は、食品衛生監視員とかそういうところが担当することになります。 

刑事規制については、最終的には刑事当局ということなのだと思います。 

○大泉専門委員 入り口は食品衛生監視員ですね。 

○玉川室長 はい。 

○大泉専門委員 そうすると、同じ質問になるかもと申し上げたのは、例えば大手

企業等では日常的に栄養成分の検査を自社の中ですることが多いのだろうと思い

ますが、通常、ここで問題になっているお米の様に、零細業者、農家といったとこ

ろは、どういった機関で検査をすればいいのかということなんですが。公設の何か

検査機関があるんでしょうか。 

○玉川室長 特に、それについて法的な規制があるわけではございません。 

○大泉専門委員 あるいは役所が推奨しているとか、制度として準備しているとか

というのはないんですね。 

○玉川室長 はい。 

○大泉専門委員 例えば、お米だったら穀物検査の仕組みが農水省サイドにはあり

ますが、それに類似する機関はないんですね。 

○玉川室長 最終的に、中身というものが表示のところと合致していればというこ

とになります。 

○大泉専門委員 わかりました。ありがとうございます。 

○八田主査 昆先生、何かございますか。 
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○昆専門委員 これは「低タンパク質米」という表現ではなくて、このお米は吸収

しにくいというような表現をしてもいいんですか。 

○八田主査 私も同じ質問をしようと思ったんですけれども、例えばマッサージ師

であるというには国家資格を持っていなければいけないけれども、整体師といえば

全然誰でもやっているわけです。そういった形で、この特定の「低タンパク質米」

というのは使えないけれども、他の言い方ならいいのかという御質問だと思うんで

す。 

○昆専門委員 現実に、野菜とか何かであれば、こういうふうなものが多いですと

言って売っていることは幾らでもあるケースです。 

○玉川室長 今の成分とかという意味での規制からは外れると思いますので、それ

について成分や何かに関する規制ということはかかってはこないと思いますが、別

の条項でありますけれども、健康増進法の中では「誇大表示の禁止」という規定が

ありまして「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をする

ときは、健康の保持増進の効果その他厚生労働省令で定める事項（以下「健康保持

増進効果等」という。）について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人

を誤認させるような表示をしてはならない」という一般的な規制がありますので、

それに反してはならない。 

○昆専門委員 「著しく」というのは、どの範囲をいうんですか。 

○安念委員 それは「著しく」としか言えないでしょう。 

 ただ、施行規則 18 条の１号から４号までの事項なんだから、そこにはたんぱく

質は含まれているが、吸収しにくいという事項は、この１号から４号のどれにも入

っていないから、そもそも 32 条の２の規制のカバレッジではないのではないです

か。私はそう読めるように思うんです。 

 私は法令を見ていないんだけれども、言ってもしようがないのでね。 

○玉川室長 吸収だけにつきましては、そうかもしれません。その上の、それによ

って保持増進の効果等ということに対して、事実に相違したなり、強引にさせるよ

うなことがなければ、その規定はかかっていない。 

○安念委員 そうでしょう。だから、腎臓病がよくなりますとか、そんなことは書

いてはいけないけれども、客観的な事実として、吸収は他よりも３割悪いとかそう

いうものは全然、この法令上の規制にはひっかからないと思います。 

○玉川室長 法規制がどこまでかかっているかという適用範囲の問題といたしま

しては、御指摘のような、モラルのことは別として、法規制の適用範囲としてはお

っしゃるとおりだろうと思います。 

○八田主査 間違った情報が伝わらないような規制をきちんとすべきだけれども、

正しい情報はできるだけ伝わるように促進しないとまずいと思います。 

○玉川室長 おっしゃるとおりでありますけれども、消費者の方のリテラシーなど
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にも照らしますと、原著の論文が出てきてもなかなかわかりづらいところがありま

すので、やはり一定の「低」とかなんとかといったらこういうものを指すとか、コ

ンセンサスということが大事ということです。 

○八田主査 今の法律が間違っているとかではないので、それはそれでいいんです

けれども、そこから外れるものについてはなるべく自由におやりくださいと言った

方がいいのではないでしょうか。 

○玉川室長 そこは、最終的には事業者、表示する者が責任を負って、ちゃんと自

ら情報提供をしなければならないところがあるのだろうと思います。 

○八田主査 そうしないと、いいものが世の中に伝わりませんからね。 

○昆専門委員 農水省の試験研究機関がこういう機能性食品の開発をしようとい

うことで、米の新しい品種開発をしようということで進めてきたことなんですけれ

ども、それで、ある一部の生産者たちにそれを試作させていったものがあるんです。

そういう中では、いろいろそういう成分チェックみたいなことも試験研究機関レベ

ルでやっていたんですけれども、ある時期から、そのハンドルが変わってきたとい

うことが生産者の方から言われているんです。 

○八田主査 健康増進法ができた時期でしょう。 

○昆専門委員 それで、その件に関して、農水省とこういうすり合わせというのは

随分ある時期から行われたことがあるんですけれども、この件に関してはいかがで

しょうか。 

○玉川室長 私は、必ずしも現在の部署は長いわけではありませんので、過去の経

緯についてすべて承知しているわけではありませんけれども、関係省庁から当省が

所管している法制度の中身について照会があれば、適時、お答えをしてきたはずで

あります。それに尽きます。 

○八田主査 どうぞ。 

○米田委員 質問の（１）に戻るんですけれども、生鮮食品の栄養成分表示という

のは、これからいろいろ行いたいというようなニーズが増えてくると思いますが、

今は基準がないということですが、（１）の回答に書いてあります「表示内容と実

際の食品の栄養成分が一致するものであれば、当該食品の包装等に栄養成分表示を

行うことは可能である」というようなお答えを、もし聞かれた場合はされているよ

うに思います。ただ、この一致というのは具体的には、生鮮食品の場合は非常に難

しいものがあるので、大まかに、このぐらいの範囲で大体誤差に収まっていれば認

められるというようなものはあるんでしょうか。 

○玉川室長 むしろ、なかなか当てはまりづらいところがあるので、表示基準その

ものをそこに一律にかけるということは適さないということで、関係者からの御意

見等も踏まえ、このような形になっているものでございまして、そこは個別の事情

がいろいろあるんだろうと思います。 
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その個別の事情に対して、生産者、あるいは事業者の方で消費者の方から尋ねら

れれば、納得のいくような対応ができれば一般論としてはいいのだろうと思います。

それに対して私どもの方が、更にこういうことをしなければ問題であるとかという

ようなことを申し上げる立場にはないということです。 

○八田主査 わかりました。ほかに御質問はないですか。どうぞ。 

○事務局 「特定保健用食品、特別用途食品の対象となる」と書かれているんです

けれども、いろいろデータを提出して許可を求めなければいけないと思うんです。

その際に、一般の加工食品と違って、生産した量全てについて分析するのは難しい。

そうすると、トン当たり何キログラム抽出したものの結果を持ってこいとかそうい

った決まりがある上で、これは「対象となる」となっているのか。 

○玉川室長 量の問題ではありません。 

○事務局 作った生産量が全体で１トンなのか、２トンなのかわかりませんけれど

も、それを全て審査なさるということなんですか。 

○玉川室長 そうではなくて、こういうものであれば、これだけの有効性がこれだ

けの安全性があるということを証明していただければ審査されるということにな

ります。 

 ただ、通常の場合、穀物とかそういうものではありませんので、トンとかなんと

かというものではないのです。 

○事務局 ですから、お聞きしているんですけれども、それでは、つくった量の何

割の分を御提出すればいいとかという決まりはあるんでしょうか。 

○玉川室長 そもそも、生鮮とかということでばらつきがあるということでありま

すと、なかなか本来、食べても有効性がないとかというような結果が出てきかねな

いところがありますので、そこは多分、いろんな形でコントロールをされて、ある

程度、安定したようなものを確保されて、これを摂取すればこういう有効性が出る

んですという証拠を積み上げられるんだと思うんです。ですから、十分なものがあ

れば大丈夫ということなんだろうと思います。 

 ですから、たまたまロットではなくて全体を管理できるような均質性、安定性み

たいなものがあって、それを、そういう品種だか何だかを摂取して、有効性と安全

性も確保されているということであれば審査ということになるのだろうとは思い

ますが、そこはなかなか、今までは生鮮で取られたものはないということでござい

ますので、審査の過程では個別には専門家の方からいろんな議論があると思います

けれども、考え方としては、そのカテゴリーの中でちゃんと、こういうものを取れ

ばこういう構成で出てくるということが証明されていれば、大丈夫ということだろ

うと思います。 

○八田主査 そうすると、生鮮の方は、今、まさに事務局が伺ったことはもう一つ

の課題だと思います。しかし、そもそも、健康に役に立つ成分だというメッセージ
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を伝えることができるならば、そういう健康食品的な農産物がどんどん開発されて

いくことになるわけで、非常に望ましいことだろうと思うんです。 

そうすると、そういう人たちが特保を得るときに、そういう成分を持ったものは

こういう健康に役に立つという医学的な論文をきちんと付ける。さらにこういう検

査をして、大体、どういうサンプルの検査をして、何％以内のばらつきできちんと

収まっていればそれなりのことを認めてもらえるという予測可能性のある基準を

お示しいただければ、こういう産業をこれから守り立てていくのに非常に役に立つ

のではないかと思うんです。 

○玉川室長 全ての食品は、そもそも栄養素を含んでいるものでありまして、それ

を摂取することは本当に体にとっていいことだと思いますけれども、特保の場合は、

やはり特別の用途でそれが効くということが有効性と安全性が確保されていると

いうことだろうと思います。 

 審査をする際に当たって、どこまでであれば有効性が出てくるかどうかというの

は、今までの科学的知見の積み重ねによって出てくるところでありますので、なか

なかそういうところがパイオニアなものにとっては、私どももそういうものが積み

重なれば、先日お示ししたような規格基準の定立とかといってどんどん簡素化を図

っていきたいと思うわけですけれども、集積するまでの間は事業者の方からいただ

いた資料を基になるべく整理をしてというところをやるしかないので、まさに生鮮

の場合、個別の事情というものが本当に作物によってもあると思いますので、そう

いうものを踏まえた上でなければ審査は難しいのかなと一般的には考えておりま

す。 

 そういう中でも、いろんな知見の集積を待って頑張りたいと思っております。 

○八田主査 まさに、医学的な論文を付ける。そして、もう一つが、結局、どのく

らいのバリエーションがあればいいのかということについて、相当厳し目の基準を

作ってとにかく始められれば、少なくとも予測可能性ができると思うんです。それ

が全くわからなかったらどこまでやっていいのかがわからなくて、そういう検査に

２億円かかるかも知れないと言われている中で、そもそも審査の要請をする準備す

べきかどうかというところで大変迷うと思うんです。 

 だから、相当厳し目でもいいから、最初は基準を出されたらいいのではないかと

思うんですけれども、その辺についてはどうお考えでしょうか。 

○玉川室長 なかなか個別には難しいところがあると思いますが、さまざまな制度

のといいますか、対象物質や何かがある中で、専門家の御意見、あるいはこの分野

をやっております科学研究の中でいただいた問題意識といったものを生かせるよ

うなといいますか、御期待がどういうところにあるかはわかりますので、できるで

きないの問題ではなくて、そうした要請が一方にあるということを考えて当たりた

いと考えております。 
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○八田主査 生鮮食品一般といっても確かに難しいかもしれないけれども、穀類と

か、米とか、麦とかそういうことに関して、かなり厳し目でいいから基準を設けら

れるというようなことをやる。これはある意味で規制をつくるということですけれ

ども、それが大変役に立つのではないか。今のままだと、やはり生鮮は外れている

から、そこが非常に暗黒地帯になってしまっている面があると思うんです。 

○昆専門委員 例えば、麦などの品質検査がありますね。たんぱく何とかとか、そ

れで規格ができているわけですね。それは実際の規格であるわけですから、そこと

同じようにできないんですか。個別の小さ過ぎる話なのかもしれませんけれどもね。 

○玉川室長 知見の集積があればということなのですけれども、こういう有効性と

かといった、新開発食品としての保健機能食品としてのそうした整理というところ

は、まさに今、そうやって研究開発がようやく実を結びつつある段階でありますの

で、その段階で更に先のところというのは、なかなかこの場でお答えするのは難し

いところもあります。 

○昆専門委員 例えば、生鮮品などではないかもしれませんけれども、アメリカで

いろいろ成人病にならないような油を大豆でつくるという、新しい品種が随分普及

しているという話を聞いたことがあるんですけれども、そういうようなものは加工

品としての油として評価されているわけで、大豆としてそういう評価がされている

わけではないんですね。 

○玉川室長 エンドユーザー、消費者のところから見ますと、生鮮食品自体は自分

のところで購入して、それを加工するということではなくて、商品として入手する

といったもののところをまさに規制といいますか、しっかりと担保してほしいとい

うことだろうと思いますので、そこのところでどういう有効性とか何とかが付いて

いるかどうかをチェックするというのが、川下の方から見ています私どものところ

からすると、対応ということになります。 

○安念委員 何だか難癖をつけるようで申し訳ないんですけれども、この用意して

いただいた横長のものですが、例えば「タンパク質○％オフ」といった表示につい

ては、適切ではないという指導をしておられて、適切である、適切でないという、

一種のモラルとしてはそうだという考え方はあるかもしれないけれども、特別用途

表示については法 26 条１項で「特別の用途に適する旨の表示（以下『特別用途表

示』という。）をしようとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない」

というのであって、この許可を受けないで特別の用途に適する旨の表示を行うと罰

則がかかるということになっていますね。 

つまり、許可を受けないでするのを禁止されている行為は、特別の用途に適する

旨の表示ですね。これは表現の仕方はいろいろあるかもしれませんが、特別の用途

に適する旨の表示を無許可でやってはいけないと言っているだけなんだから「タン

パク質○％オフ」であるのが、勿論、客観的な事実と合致していればの話ですけれ
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ども、そういう前提であれば別に禁止されていないのではないですか。 

○玉川室長 そこの特別の用途に適する旨の表示の解釈通知といたしまして、幾つ

か該当するものを挙げているんですが、その中に、通知のままで固い言い方になる

のですが、「許可対象食品群名に類似の表示をすることによって、病者用の食品で

あるとの印象を与えるもの」というのを解釈通知の中では示しておりまして、許可

対象食品群名というものが何かと申しますと、病者用単一食品の場合、低ナトリウ

ム食品、低カロリー食品、低たんぱく質食品、低（無）たんぱく質高カロリー食品、

高たんぱく質食品、アレルギー除去食品、無乳糖食品となっておりまして、このう

ちの低たんぱく質食品に類似の表示をすることによって病者用の食品であるとの

印象を与えるというところに触れるというふうに解釈を行政的にはしております。 

○安念委員 それは無理でしょう。だって、低たんぱくとかたんぱく質というのは

客観的な事実であればというのは、事実です。特別の機能に適しているという表示

とは違います。それはそういう印象を与えるという言い方をすれば印象なんだから

幾らだって言えますけれども、それは法の解釈としては無理です。 

○玉川室長 そういう特別な用途に、それが適する旨の表示である。 

○安念委員 違います。法が無許可で禁止しているのは、適する旨の表示です。客

観的なデータの表示を禁止しているわけではありません。それは私は無理だと思い

ます。それは一度、再整理していただく必要があると思います。 

○玉川室長 いずれにしろ、病者用のものについてでありますので、一般的にはた

んぱく質というのはどちらかというと足りなくて、先ほどの補充できるとかという

ようなところのカテゴリーに合っているものですから、医師の管理の下に摂取して

いただくような食品であると考えております。 

○安念委員 そうしたらわかります。 

ただ、申し上げておくと、法律は特別の用途に適する旨の表示を厚生労働大臣の

許可なしでやってはいけないと言っているのであって、客観的に正しいデータであ

れば、それを言って悪いと言っているのではないことは明らかです。 

○玉川室長 客観的であっても、それを個別の許可なくして表示することは適当で

はありません。 

○安念委員 だから、何度も言いますが、特別の用途に適する旨の表示をしたいと

きに許可を受けなければいけないんです。 

○玉川室長 その特別の用途に適する旨の表示の中に、今、申しましたものをです

ね。 

○安念委員 それは無理でしょう。だって、正しいデータなんです。特別の用途に

適する旨の表示ではありません。 

○玉川室長 正しいものであっても、そのカテゴリーのものについては許可を必要

としています。 
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○安念委員 御省の解釈はそうであるということはわかりましたけれども、それは

法律の授権を超えた解釈だと思います。 

○八田主査 そうですね。これは持ち帰っていただいて検討いただくということに

しましょう。 

○安念委員 ちょっと御検討いただけませんか。 

○玉川室長 いずれにしろ、低たんぱくの食品というのは腎臓病用の患者のもので

ありますので、許可の際にはいろんな食事療法の際の注意事項などを併せて表示し

ていただくとかそういうことが必要となっております。医師にたんぱく質摂取量の

制限を指示された場合に限り用いるとか、医師、管理栄養士等の相談・指導を得て

使用することが適当であるとか、食事療法の素材として適するものであって、多く

摂取することによって疾病が治癒するものではない、こうしたものはすべて、許可

の上で表示していただかなければならない。病者用ということで、そうした規制を

ですね。 

○安念委員 特別用途食品であればね。 

○玉川室長 そのカテゴリーのものについては、取らないというものなのです。 

○安念委員 例えば、30％たんぱく質オフだというものも、それ自体の表示は無許

可であれば禁止されるとおっしゃるんですか。今、おっしゃったのはそういうこと

です。それは無理でしょう。 

○八田主査 そちらの解釈の方を、腎臓病用低たんぱく質といって表示してはいか

ぬというふうにしたら合法的なわけです。 

○安念委員 勿論、それはわかります。 

○八田主査 だから、そういうふうにされればいいではないですか。 

○大泉専門委員 結局、低たんぱく質米を必要とされるのは腎臓病の患者しかない

ということが前提となってるわけですね。 

○八田主査 法律にはそう書いていないでしょう。 

○安念委員 低たんぱく質のものが欲しいという人が他にいても、別にいいではな

いですか。 

○玉川室長 それでは、低たんぱく質は腎臓病の患者のためかという話になってし

まいます。 

○八田主査 それは持ち帰って御検討いただきたいと思います。 

さらに、特保についても、従来、生鮮食品には基準が全くなかったことが、生鮮

食品の開発を難しくしているという事情がありますから、先ほど昆専門委員がおっ

しゃったような米とか麦とかについてだけでもいいから、医学的な証明があった上

でこういうことをやればいいという目安を御提示いただければ非常にいいと思う

ので、それの御検討も持ち帰ってお願いしたいと思います。 

○玉川室長 気持ちはわかりますが、審査経験がゼロなものについて、なかなか簡
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単ではありません。 

○八田主査 それであるがゆえに、クリエーティブな行政としては、やはりポジテ

ィブにやりましょう。是非、その２点に関して御検討を願いたいと思います。 

○玉川室長 消費者の健康保護を第一に、御指摘の点については検討したいと思い

ます。 

○八田主査 両方とも考えていくことです。消費者の健康保護も健康増進も考えて

ください。二つの兼ね合いだと思うんです。 

とにかく予測不可能なときに、誰かがやるだろうといって放っておくのではなく

て、行政の方がある程度、こういう基準だったらば両方ともうまくいくだろうとい

うことを御提示いただきたいと思いますので、是非、御検討いただきたいと思いま

す。 

どうも、お忙しいところありがとうございました。 

（厚生労働省関係者退室） 

 

（農林水産省関係者入室） 

○八田主査  どうもお忙しいところをお越しくださいましてありがとうございま

す。 

  農林水産業・地域産業振興ＴＦを行っております。こちらは、私が主査をしてお

ります八田でございます。そして、向こう側から米田委員、安念委員、本間専門委

員、大泉専門委員、昆専門委員でございます。よろしくお願いいたします。 

  今日は、農林水産省の皆様にいらしていただきました。前もって御質問をお送り

しておりますので、早速、御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

○竹森課長  それでは、質問についての回答でございます。 

  １の生鮮食品の栄養成分の表示についてということでございます。御質問は、御

省は、機能成分米商業化シンポジウムなどで生鮮食品について、栄養成分を比較し

た表示・販売をしてはならないと助言しているとの指摘がある、この助言の根拠を

教示願いたいということでございます。 

  私、生産局の農産振興課の米の生産対策を担当しておりまして、実は、このシン

ポジウムで、発言をした職員というのは私の課の職員でございまして、この事実関

係を聞いたところ、私どもの方で、生鮮食品について栄養成分を比較表示すること、

何と言いますか止める規定なり法律根拠はございません。むしろ私どもとしては、

米の機能性をうたうことで新たな用途を開発したいとか、そういう意味ではむしろ

積極的に進めたいというのが、私の生産振興の立場から言えば、そういう立場でご

ざいまして、この助言で、私どもの方からこう言ったというのはちょっと、どうい

う経過というのは、私ども、本人からも聞きましたし、シンポジウムの議事録も見
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せてもらったんですが、私どもが表示をしてはいけないというふうに助言をしてい

るという事実はなかったということでございます。 

○八田主査  実際、表示をしてよいということですか。 

○竹森課長  表示をしてよいといいますか、それは具体的に言えば、厚生労働省な

りそういう基準は別途ありますので、それはそちらの方で見てもらう。 

○八田主査  基本としては。 

○竹森課長  私どもが指示をするものではないということです。 

○八田主査  今、厚生労働省から聞いたばかりで全く問題ないと、これを制限する

法律は全くないということでした。 

○事務局  続きがあります。 

○筬島課長補佐  では、続きまして、生鮮食品の栄養成分の表示につきまして、今、

お話のございましたことでございます。御質問いただいておりますのが、生鮮食品

の栄養成分表示について、例えば、米の場合、厚生労働省ホームページにおきまし

て、現在情報提供をされている栄養成分を米袋に表示して販売することは可能かと

いう御質問かと思っております。 

  １点、厚生労働省のホームページにおいて、情報提供されているというところを

確認していて具体的にどこなのかちょっとわからない部分もあったんですけれど

も、米袋に、米が生鮮食品でございますので、栄養成分表示をすることが可能かど

うかという御質問の御趣旨かと思いましたので、それにつきましてちょっと回答さ

せていただきますと、私、今、表示・規格課ということでＪＡＳ法、農林物資の規

格及び品質表示の適正化に関する法律というところの運用の方を担当させていた

だいているんですけれども、そのＪＡＳ法では、栄養成分の表示につきましては規

制しているものではございません。そういう意味では、ただ、表示の関係の法律と

申しますのは、例えば、先ほど厚生労働省から御説明があったと思いますけれども、

健康増進法でありますとかあるいは公正取引委員会等の関係で景表法もあるんで

すけれども、そちらの問題がなければ、ＪＡＳでは、繰り返しになりますけれども、

栄養成分について規制しているわけではございませんので、ただし、消費者の誤認

を招くような表示があると問題なんですけれども、それがない限りは、できるとい

うふうに考えております。 

○八田主査  ありがとうございました。 

○筬島課長補佐  続きまして、今度は米以外のということで、御質問いただいてお

りますが、多分、生活習慣病の予防に加えまして、国産農産物の需要拡大の観点か

ら、機能性農産物の普及が進むことが望まれ、そのために、生鮮食品についても、

栄養成分の表示が進むことが有効だと考えられるけれども、栄養成分の表示を進め

ることについてどうなのかということの御質問かと思っております。 

  ここは、今申し上げさせていただきましたように、米であろうとそれ以外の農産
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物でありましょうとも、私どもの所管しておりますＪＡＳ法上は規制はございませ

んので、繰り返しになりますけれども、健康増進法を含めまして、他法令の問題が

ないのであれば、消費者の誤認を招くような表示がない限り問題がないと考えてご

ざいます。 

○八田主査  どうもありがとうございました。 

  それでは、委員から御質問とかありますか。 

○昆専門委員  今のお話ですが、多分、御存じかと思いますけれども、福島県でこ

の機能性米を初めから取り組んでおられた方でいらっしゃって、私もよくお取り組

みを存じ上げている方がおられますけれども、その方が、ずっとお取り組みになっ

ている中で、最近、シンポジウムの話題として出たのかどうか確認はしておりませ

んけれども、その関係者の方々から、そういうお話が出た、それで、あまり表示を

することに積極的ではなくて、何といいましょうか、インフォーマルな形で流通さ

せるようにされたらどうかという示唆を与えられたというんですけれども、彼とし

ては、きちっとした商品としてあるいは自分の事業としての責任感も含めて、きち

っとした表示の中でやっていきたいという感想を持たれたという、それに非常に真

面目に取り組んでこられた方ですから、そうトンチンカンなことを我々に報告する

ようなことがないような気がして。 

○八田主査  具体的に、クローズな中での販売をしなさいというふうに指示された

ということでした。 

○筬島課長補佐  あるいは、どういうようなお話をされているのかよくわからない

ので、ひょっとしたらトンチンカンなお答えをしたら申し訳ないんですけれども、

例えば栄養表示、その栄養をどこまで表示するのかというところで、やはり明確な

ものであって、皆さんが統一認識で栄養表示と考えられる部分と、解釈の幅が若干

あるのかなと、例えば、わかりませんが、仮に低タンパク米と考えたときに、低タ

ンパク米で、どこどこに効きますと、病院用の食事に使いますみたいな形まで含め

ての栄養表示とお考えになるのか、ただ単に、例えば、通常の販売されているお米、

比較対象を通常と言ってはいけないのかしれませんけれども、五訂の標準成分表み

たいなところに載っているものに比べて、こうだみたいな形で、具体的な数字を見

ればわかるような形の、具体的な事実を表示されることの栄養表示なのかとか、い

ろいろな栄養の表示の仕方があるんだとは思っているんですけれども、そこがもし

仮に、病院食みたいなところのいろいろなイメージを担当者が受けていて、それを

という形だと、ひょっとしたらそこは厚労省さんとの話もあるので、農水省で責任

を持って答えられる範囲ではないという形で、若干ニュアンス的にクローズな世界

での話をされて、流通云々の話ということをさせていただいたことがあるのかもし

れないんですけれども、ちょっと事実関係はわからないんですけれども、推測する

にそういうこともあり得たのかなと、ただ、繰り返しになりますけれども、ＪＡＳ
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では事実を表示する分は問題ございませんので。 

○八田主査  こちらもかつてどうだったかということには基本的に関心がござい

ません。これから、表示するタンパク質が何％、カロリーがどれだけという表示を

することに関して、御省としては全く問題がないという先ほどの御発言を了解しま

した。 

○昆専門委員  是非、これは今農水省の方でも必要なことだと思っていらっしゃる

わけですから、今現実に、厚生労働省と農水、開発した側のところと実際の生産者

のお立場があるわけですから、それがよりやりやすくといいましょうか、するため

の整合性を是非、農水省の方からもどんどん提起していただくような形になると、

生産者の方もやりやすくなってくるのではないかと思います。 

○八田主査  特に、農業経営者から伺った話では、初期には、農水省の方からの指

示で、せっかく新しい品種を作ったんだから成分も、低タンパクであるということ

も、きちんと表示しなさいということであったのに、健康増進法ができてから、一

切そういうことをしてはいかぬと、成分の表示もいかぬというふうに急転回して変

わったということなんですね。今回、そういうことは一切必要がないということが

わかりましたからいいんですが、行政的にもそういうところを徹底していただけれ

ばと思います。 

  あとは、このことについては事務局は特にないですね。 

○事務局  はい。 

○八田主査  それでは、この件についてはどうもありがとうございました。 

  次の件ですね。 

 

２．奨励品種指定制度、産地品種銘柄指定について  

○竹森課長  では、引き続き奨励品種制度についてお答えをしたいと思います。 

  １で、現在、都道府県ごとに奨励品種を指定して、都道府県が原種を管理し、都

道府県の採種ほ場で種子の生産が行われており、実態として民間の新品種が奨励品

種になることが極めて困難との指摘がある、このような現状では、新品種の種子開

発の阻害要因となると考えるが、見解を伺いたいということでございます。 

  御存じのように、これまで稲等の品種開発というのは主に国、県の公的機関によ

って行われてきております。公的機関による育成品種が奨励品種の大半を占めてい

るという現状がございますが、奨励品種に対する品種については、公的機関が育成

した品種に限定はしておりませんし、また、民間で育成した品種についても一部奨

励品種になっております。稲では２品種、小麦では１品種、二条大麦、これはビー

ル麦なんですけれども、これをビール会社が育成した７品種が奨励品種という形に

なっております。 

  それから、民間事業者が育成した品種について、優良なものについては、積極的
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に奨励品種に採用するよう都道府県に対し指導しているところでございます。民間

事業者が、育成した稲品種の地域的適応試験の受委託等につきまして、社団法人農

林水産先端技術産業振興センターが全国的な窓口となって、民間事業者と都道府県

の契約のあっせんを行っております。 

  実際に、17 年には、生産力検定、特性検定を合わせてそれぞれ４つの会社、それ

から特性といいますか、それは３つの会社で、それぞれ延べの試験数としては 29

とか 33 とか、受託を受けて言わば奨励品種になるための試験も支援をしていると

ころでございます。 

  更に、18 年の 12 月に都道府県に対して行った制度の運用状況についてアンケー

トをしたところ、県の方も従来品種よりも、優良な民間育成品種であれば、採用し

たいという意向を持っておる県も多数ございます。本制度が、新品種の種子開発の

阻害要因になっているとは今のところ考えておりません。 

○八田主査  ありがとうございました。これについて委員の方から御質問、御意見、

伺いたいと思います。 

○事務局  ４番までありますので。 

○八田主査  では、４番まで全部お願いして。 

○竹森課長  続けさせていただきます。２番目に、なぜ都道府県の採種ほ場でのみ

種子生産が行われたものしか主要農作物種子法に基づく検査及び農産物検査法の

種子検査を受けることができないのか教示願いたい。併せて、このような現状は、

民間の新たな種子生産への参入の阻害要因となっていると考えるが見解を伺いた

い。 

  答えとしまして、民間企業が育成した種子でありましても、その優良な種子の生

産が確実と認められる場合には、各都道府県に対し圃場の指定の申請を行い指定を

受けることが可能でございます。 

  その場合、その指定を受けて、受ければ、主要農作物種子法に基づく審査、それ

から、農産物検査法に基づく検査を受けることができるという形になっております。

実際に、富山県では、富山県の奨励品種以外に 38 品種を実際つくっておりまして、

これは米の品種でございますが、そのうち、１社は民間会社から委託を受けて７品

種を、種子の生産圃場としての指定を受けて生産をしている。これは富山県の種子

協会といいますか、それから現地の農協がいわば種子生産を受託する形で生産をし

ているという実態にございます。こういうことで、増殖した場合には、都道府県に

申請して、圃場の指定を受ければ、検査なり審査を受けられるということになると

いうことでございます。 

  それから、３番目でございます。育成要件を満たした民間の採種ほ場で生産され

た種子についても、主要農作物種子法に基づく検査及び農産物検査法の種子検査の

対象とし、イコールフッティングを確保すべきと考えるが見解を伺いたい。 
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  答えとしまして、優良な種子の生産が確実と認められる場合には、各都道府県に

対し圃場の指定の申請を行い、圃場の指定を受けることが可能であり、その場合に

は、主要農作物種子法に基づく審査及び農産物検査法の検査を受けることができる

ので、イコールフッティングは確保されているというふうに考えております。 

  なお、従来の品種よりも優良な品種であれば、それが民間により育成された品種、

公的機関により育成された品種にかかわらず、奨励品種に採用したいという意向は、

持っている県も多数ございますので、奨励品種への採用のハードルは決して高くは

ないというふうに考えているところでございます。 

  それから、最後になりますけれども、４番でございます。このような都道府県に

おける奨励品種指定制度は、新たな種子生産者の参入、特徴ある種子の生産販売、

普及の妨げになっており、今後、制度継続の必要性について検証すべきと考えるが、

見解を伺いたいということでございます。 

  これも、奨励品種に採用するものについては、公的機関が育成した品種に限定し

ているわけではございませんし、また、先ほど申し上げたように、民間が育成した

品種につきましても、一部奨励品種となっているところでございます。 

  なお、優良なものは積極的に奨励品種に採用するよう都道府県に対し指導してい

るところでございますし、従来の品種より優良な品種であれば、それが民間により

育成された品種、公的機関により育成された品種にかかわらず、奨励品種に採用し

たいという意向を持っている県も多くございます。 

  そういう意味で、奨励品種制度が新品種の生産販売普及の妨げになっているとい

うふうには考えておりません。 

○八田主査  どうもありがとうございました。 

○事務局  続けて、産地品種銘柄指定について、先にお答えをいただいて、今のと

併せて質問をお願いしたいんですが、よろしいでしょうか。 

  回答４番でございます。産地品種銘柄指定について引き続き御回答をお願いしま

す。 

○筬島課長補佐  では、４の産地品種銘柄指定についてということで、表示の関係

でございますので、表示・規格課の方からお答えさせていただきたいと思います。 

  御質問につきましては、品種登録を受けていれば、農産物検査法に基づく検査を

受けて、等級を得ることを前提に産地品種銘柄とされていない品種についても品種

名を表示できるようにすべきと考えるが、どうなのかという御質問でございます。

これにつきまして、現在ＪＡＳ法に基づきまして、玄米及び精米の品質表示基準と

いうのがございまして、そこでいろいろ表示をしていただくということでルールが

定められてございます。そこには、農産物検査を受け、証明を受けたお米について、

品種、産地、産年の表示ができるようになってございます。 

  と申しますのは、現在、米は規格取引が一般的でございますし、かなりの米の割
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合が、農産物検査を受けている状況がありますので、消費者の利益を保護するとい

うものがございますので、そういう観点からしますと、表示と中身を一応確認する

第三者認証の手法として、この農産物検査証明を活用することが最も合理的ではな

いかということで、そういう形での仕組みになっているところでございます。しか

しながらではございますけれども、御存じのように米の生産、流通、販売等の形態

が多様化している状況の中で、品種等の表示を行うに当たりまして、農産物検査を

必ず受けなければならないかどうかについては、いろいろな御意見があるというふ

うに承知しているところでございます。 

  このため、品種名の表示ということにつきまして、どうしたらよいかということ

で、実は、私ども厚生労働省と共同で食品の表示に関する共同会議というのをずっ

と開いてきてございまして、今年の３月まで 32 回開いているんですけれども、昨

年の 12 月、それから今年の３月ということで、米の玄米及び精米の品質表示基準、

米の表示の基準でございますけれども、これについて、今検討を行っているところ

でございまして、その中で、産地品種銘柄とされていない品種について、品種名を

表示できるようにすべきではないかという観点からの検討を今進めているところ

でございます。 

○島田課長  続いてお答えをします。総合食料局の消費流通課長の島田でございま

す。私、農産物検査の担当でございまして、その関係をお答えさせていただきます。 

  ４（２）の産地品種銘柄でございます。問の方を読ませていただきます。 

  「現在、選定委員会などに対して、産地品種銘柄指定の申請をする場合、過去か

ら将来にわたる数年間の作付予定面積の提出が求められるほか、該当する都道府県

での検査を求められる状況にある。今後、農業経営の規模拡大に伴い県間を越える

生産を行う場合、このような都道府県ごとに農業経営者が生産を行うことを前提と

した指定制度は、農業経営者にとって規模拡大の大きな阻害要因となると考えられ

る。今後廃止を含めて制度の見直しを検討すべきと考えるが見解を伺いたい。」と

いう質問です。 

  答えでございます。農産物検査というのは、米等の大量流通する農産物の効率的

な流通を可能とするための規格取引の根拠となっておる、というのが一義的な農産

物検査の役割でございます。例えば、農産物の場合、非常に個々の農産物、生産物

のできにばらつきがあるものですから、野菜等に見られるみたいに、卸売市場を経

由する現物取引というのが一般的なわけですが、米みたいなものについては、農産

物検査を行うことによって規格取引が可能となっておる。これは現物を見なくても、

例えば、新潟県産コシヒカリ１等と言えば、どういうものかという、みんな同じ共

通イメージを持つことができるという意味で、最も効率的な流通を可能にするもの

でございます。 

  今、米について見ますと、生産都道府県、産地と呼んでおるものでございますが、
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それと品種を商品単位として流通しておる、同じ品種の米であっても、産地によっ

て評価が異なるという実態にございます。例えば、コシヒカリ、鹿児島、宮崎から

北は岩手まで作られてございます。一番高いのは新潟県産コシヒカリでございまし

て、大体、60 キロ１万 7,000 円ぐらいで売られています。それが、例えば、茨城

のコシヒカリですと１万 4,000 円ぐらいというふうに、60 キロのコシヒカリであ

っても産地によって 3,000 円も違ってきちゃうという実態でございまして、米とい

う商品特性が都道府県と品種ということから商品構成をしておるという実態にご

ざいます。 

  こういう米の流通実態を反映いたしまして、農産物の産地品種銘柄というのは、

都道府県単位、品種単位という構成にしておる次第でございまして、米の流通実態

から見てこれを変更する状況にはないというふうに考えております。 

  なお、農産物検査というのは、すべて民間の登録検査機関が行っておりまして、

農産物検査を受けるか否かというのを全く生産者の任意というふうになってござ

います。 

○筬島課長補佐  続きまして、また、表示制度の関係でございますけれども、今、

御質問いただいておりますのを読み上げさせていただきますと、現在、生鮮食品に

ついてもＤＮＡ鑑定が可能となってきており、民間におけるＤＮＡ鑑定システムが

普及している状況に鑑みまして、品種の表示については、必ずＤＮＡ鑑定を行うこ

とを内容に含む自主検査に基づく表示制度とすることも検討すべきと考えるかど

うかという質問でございます。 

  これにつきまして、先ほどちょっと申し上げさせていただきましたように、厚生

労働省と共同で開催しております食品の表示に関する共同会議ということで、今、

ＤＮＡ鑑定等の農産物検査以外の根拠を持って表示することを可能にするという

ことも念頭に置いて、検討を進めさせていただいているところでございますので、

今後、検討を深めてまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○八田主査  どうもありがとうございました。 

  それでは、私の方から１、２質問させていただきたいと思うんですが、まずは、

この食品の表示に関する共同会議は、大体いつごろをめどに結論をお出しになる予

定でしょうか。 

○筬島課長補佐  今の様子では、事業者の方のヒアリングを進めている途中なもの

ですから、今すぐどの時期というのはすぐにはお答えできないんですけれども、次

の会議を７月なり８月、夏の段階、33 回を予定してございまして、そこで１つの考

え方をお示し、提案させていただくことができないかなとは思っているところでご

ざいます。 

  ただ、通常は、そこからまた御議論いただきながら、例えば、パブリックコメン
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トをかけたりとか、ＷＴＯへの通報をかけたりという形も経て、最終的な案を作成

していく形になるものですから、最終的には、方向性を出させていただくには時間

がかかるのかなとは思ってございます。 

○八田主査  本年度中ではあるわけですね。 

○筬島課長補佐  はい。 

○八田主査  それから、もう一つは、先ほどの産地品種銘柄についての（２）なん

ですけれども、コシヒカリは地方によって違うんだということですね。確かに地方、

どこの産地であるかということを指定することもいいと思いますが、２つの別な基

準にしてもいいのではないかと思うんです。まず、コシヒカリという指定があって、

もし、言いたければ魚沼産だとか、そういう産地の名前を付加してもいい、そうい

うことをすることによって、先ほど来問題になっているような新しい品種を民間が

開発したときに、全国でそれを生産することが可能になる、そして、少なくとも産

地にこだわらない購入者の場合には、品質についてわかっていると、そして、産地

にこだわる人は、更に追加的な産地があればいいというふうに考えますけれども、

それについてはどうお考えでしょうか。 

○島田課長  表示という話はちょっと置いておきまして、農産物流通ということか

らすると、今は米の市場取引で行われているのが産地と品種、これがセットになっ

て商品単位を構成しています。だから、先ほどコシヒカリの例を出したように、産

地によって価格が異なってきますし、やはり県によって米の評価というのが異なる

という状況にございまして、米の流通実態、規格取引ですから、農産物検査の主目

的は規格取引のための規格の格付けを行うというところが役割でございますから、

流通実態から見て今の都道府県、品種単位というのが最も合理的だというふうに感

じております。 

○八田主査  しかし、別に産地にこだわらないという人もいますよね。そうすると、

品種についてどこかで指定を受けたら、それと同じ種では、どこで生産してもいい

んだということにして、そのかわり魚沼産と言ってはいけないよという制度にして

おくというのは合理的だと思いますけれども。 

○島田課長  今、農産物検査、民間の登録検査機関が行っておるわけですけれども、

その登録検査機関が行う場合、主として玄米の形状を見てその品種を判定しておる

と、そして、訓練を積んだ農産物検査員が行うわけですけれども、目視による鑑定

をやるものですから、品種の特性を覚えるのに訓練を要すると、そのことを考えま

すと、ある程度商品としてまとまったものでないと形状を覚えるということの作業

が無駄になってしまうということがございます。だから、商品としてはまとまった

もの、まとまった単位のものと、まとまって流通して、それか永続的に続くような

ものというのを産地品種銘柄というふうに設定したいということでございます。 

○八田主査  しかし、コシヒカリならコシヒカリについての目視で見る訓練をどの
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県の人もやれば、少なくともその県で、その県の名前を売って、それぞれにコシヒ

カリというのはどこでも出せるのではないかと思いますけれども。 

○島田課長  それがほんの小さい量にすぎないにもかかわらず、そして、コシヒカ

リというものの形状を覚えるということ自身が非常に無駄になってしまうと。 

○八田主査  要するに、そういうことなんですか、理由としては。しかし、では、

その無駄に対して幾らかお金を払うとか、そういうようなことをすれば大丈夫だと

いうことですね。 

○島田課長  はい。今１俵大体農産物検査をするのは、60 キロ当たり 50 円という

低コストでやっている。それは、多く払えばその可能性があるかもしれませんけれ

ども、それは、米の場合、たかだか１俵１万 4,000 ～5,000 円という数字なもので

すから、余り。 

○八田主査  わかりましたけれども、そうすると、ある程度数量が出れば問題がな

いということですね。 

○島田課長  だから、商品としてまとまるものであれば、それは産地品種銘柄にす

べきだというふうに考えます。 

○八田主査  ある県でコシヒカリということで検査を受けたら、ほかの県でも、あ

る程度数字があれば、それはそのままコシヒカリということで、その産地は名前を

付けずに出してもいいということですか。 

○島田課長  その県単位、品種単位で、流通しているのが米の流通実態でございま

すので、やはりその産地ごとの設定というのは必要だというふうに考えております。 

○安念委員  産地ごとの設定が流通の実態だとおっしゃるけれども、検査をそうい

うふうにしているから流通の方がそうなっているのではないんですか。つまり、今

の株と同じですよね。株だって、今は日本の株式というのは、企業ごとに１つの株

だと思って、皆思っているからああいうふうになっているだけの話で、実際理論的

には、ああである必要はないんですよ。つまり、数社をパッケージにした株とか、

１つの会社の中でも、部門ごとの株とかといったら、理論的には出せて、今の会社

法でも出せるのではないかという話がある。つまり、出す方の規格がそうだから流

通の実態がそうなっているという、論理が逆なのではないかという気もしないでは

ないんですけれども、そうではないんですか。 

○島田課長  私どもは流通実態に応じて規格というのはできておるというふうに

思っています。 

○安念委員  考えてみると消費者からすると、新潟県というのはほとんど意味がな

いと思うんです。新潟県ならかなり広くて、いろいろな土壌の状況とか天候が違う

わけでしょう。もし、消費者にとって有用なもっと細かい情報とか、もっと大ざっ

ぱな情報でもいいわけで、何でそんな流通実態がそうなるのかという、どこかに情

報のボトルネックみたいなところがあって、人工的にそうなっているとしか思えな
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いんですけれども。検査がそうだから流通実態がそうならざるを得ないんじゃない

んですか。靴に足を合わせるのではないかという気がするんですけれども、違うん

ですか。 

○島田課長  市場での取引においても、県と品種というので取引が行われておると。 

○安念委員  いや、だから、それがなぜ行われているかということですよ。全然論

理的な必然性がないじゃないですか。考えてみれば。 

○島田課長  だから、ある程度どこでまとまりをとるかということで、都道府県と

いうのを１つの単位にして。 

○安念委員  それはまた人為的なものでしょう。 

○八田主査  道州制になったらそれはなくなるわけですよ。だから、どうも広い方

がいいに決まっているわけですから、例えば、検査は道州単位でもやれるのではな

いでしょうか。 

○安念委員  かもしれないし、あるいはきめうちで南魚沼郡でないとだめという消

費者もいるかもしれないし、いずれせよ、行政区画で決まっているというのは消費

者にとっては何の合理性もない、広いか狭いかはともかくとして。 

○島田課長  米流通の歴史的に現在の規格ができておるということ。 

○竹森課長  コシヒカリの場合は、実態としては食味の問題だとか、そういうもの

があって、要するに、分けることに流通上のメリットが育てやすいというのも、つ

くっていくと、コシヒカリを全国で同じものができるかというと。 

○安念委員  それはわかります。だけど、県というのがどういう合理性があるのか

私はわからない。 

○昆専門委員  この規制改革会議は、本質的にそれを通して農業の活性化だとか、

消費の力が生産を促進するようなことを求めていることだと思うんです。実は、今

のお米の流通というものの現実というお話をされましたが、だけど、食糧庁の調査

で、農家が直接食べる方に、お送りしているのが、壮大な量になりまして、それの

ところでは、もっと別な要素が実はマーケットで働いているわけです。 

  それと同時に、ここで産地品種銘柄のことと奨励品種のことをセットでお話しを

したのと、それが各県米であること、例えば、今の新潟の話だって、魚沼と佐渡は

大体評価が高いです。それをあるレベルの人は皆さん御存じですよね。それと同じ

ように、私は魚沼のコシよりも茨城辺りのさらっとしたコシヒカリが好きなんです

よ。そういうふうにお客さんもいろいろですし、それこそちょっと前であればササ

ニシキは大変なブランドだったけれども、小さくなっちゃいましたね。そういうふ

うにマーケットの変化というのが現実にあって、それに合わせて変化してきている

んだと思うんです。 

  それの中で、特に民間育種はいろいろな新しい育種をしてきています。今は現実

には３社ぐらいしかないですけれども、かつては十何社ありましたね。もっとあっ
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たんですが、みんなやめてしまいましたね。商売にならないからだと思うんです。

実は、そこの中にあった開発みたいなものも、実は、今の日本の農業の状況、米の

状況を考えてみると、いろいろな可能性のきっかけになっただろうと思うのをはた

目から見ていると感じるわけなんです。 

  ところが、ＪＡＳ法の表示でお米の表示をしようとしたら、直播に適する、しか

も食味のいい、こんなような品種が民間で育種されたとしますね。ところが、栽培

試験していた茨城県だけで登録されてもほかでは雑米扱いになります。そうすると

１万円以下の米になっちゃうわけです。だけど、直播を進めて経営改善していこう

と、しかもこれは食味がいいからやっていこうと、だけど、検査をしなくても、未

検査品で売れますよというふうに突き放してお話になるかもしれませんけれども、

それこそ新しいことにチャレンジする生産者がいたり企業がいたりするときに、む

しろそのことを何か促進するといいましょうか、それが今、農林水産省の政策とし

てそれはすごく必要なことですね。それが、県単位になると、県単位になるとどう

しても現実問題として、民間育種の品種というのは排除されているとは言いません

けれども、非常に地域協議会的なところで、うちはこれをやろうということになっ

てしまう、あるいは今、私が存じあげる青森の農家の方で、これから安くつくろう

と、だけど、これは県の品種にならないから困ったんだよな、なんという御相談を

受けたことがあります。 

  だから、そういうふうに多様な経営の要求、要するに、風土の一部であるかのよ

うな農民と、消費者と、農林水産省と米流通があるのではなくて、個別の事業者が

いて、勿論、適地適作がありますから、土地の事情によって味が変わるのはわかっ

ていますよ。だけど、そういうことも評価した上でも、魚沼でもしようもないお米

をつくる人がいるわけです。 

  ところが、茨城のＤランクの産地でも立派なお米をつくられる人がいます。そう

いうような意味からすると、現実のマーケットの状況などで考えると、この辺の旧

来からの制度を相当いろいろ現実的に変えていくことが、今、努力している企業や

個人を促進するし、マーケットを活性化させることにつながるという御認識はお持

ちでないですか。 

○島田課長  確かに、農産物検査でいうと、表示のための検査、先ほどＪＡＳ法の

説明をいたしましたけれども、農産物検査を受けて、その産地品種銘柄として証明

をされたものしかＪＡＳ法上の表示ができないということがあって、今、委員おっ

しゃったみたいに、表示ができないものだから、雑銘柄とでしか売られていないと

いう実態がございます。これについては、先ほど御説明したように、今、その検討

をして直していこうと、農産物検査というのは、今は、残念ながら表示のための検

査的色彩が強くなっているんですけれども、一義的にはやはり規格取引というため

の検査という性格づけがございます。そのために、ある程度ロットがまとまったも
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のということが必要かなと、だから、表示のための手だてはまた別に考え、農産物

検査の方は本来的な大量流通の規格づけというふうに性格というのは純化してい

くのではないかというふうに考えております。 

○米田委員  具体的に、今、検討しておられる方向、新しい米の表示の方向につい

てもう少し詳しく御説明いただけますか。 

○筬島課長補佐  それは、幾つかの考え方があるんですけれども、産地品種銘柄だ

とされていない品種も、品種名を表示しようとしていこうとしたときに、まず、先

ほど御指摘もありましたように、ＤＮＡ検査みたいなところで、客観的にこの新し

く開発された品種ならこの品種ですということがわかってまいりますので、そのこ

との証明がついてくるならば、それをちゃんと表示するということも考えられると

思いますし、それで、ＤＮＡ検査でなくとも、都道府県が種子証明みたい形で、こ

の種子からされたものですみたいな形でちゃんと証明されて、それでつくられたも

のだということが確認できるのであるならば、それをちゃんと品種名として表示し

ていくということもあり得るのではないかということ、それも核に据えて、今、検

討を進めている。 

  それ以外ですと、例えばですけれども、米とは違うところで、生鮮食品の品質表

示基準で、表示の仕方のルールがあるんですけれども、それですと、自己が証明す

るような形であって、ちゃんと証拠を残しているという形であれば、表示というの

はできるという形もありますので、そういう形を取るのか、せめて第三者認証みた

いな方、第三者機関が入って、そこで証明してもらえばできるようにするか、ある

いは自己であっても、ちゃんと証拠が残っているような形にすればいいようにする

かということを幾つか考えられると思うんですけれども、それを今検討いただくよ

うなステージに入っているところでございます。 

○米田委員  確認なんですけれども、一番最初に言われたのは、ＤＮＡの方ですか。 

○筬島課長補佐  ＤＮＡ検査ですね、ちゃんとした検査機関に。 

○米田委員  もしくは、県単位で育成するというふうにおっしゃいましたけれども。 

○筬島課長補佐  県単位の育成ですか。 

○米田委員  県単位で調べるという。 

○筬島課長補佐  県で種子を、この種子ですよと証明していただくという。 

○米田委員  今、昆専門委員の方から先ほど説明があったのは、民間の方が開発し

たものをもっと県単位ということに縛られずに、もっと流通させていきたいという

ことに対しては、今、御検討されている方向で何か対応できるものなのでしょうか。 

○筬島課長補佐  ＤＮＡ検査ですと、検査機関があって、そこで開発された民間の

方が開発されたちゃんと種子があって、それを使ってつくられた米ですというのが

確認できれば、その品種をちゃんと表示できるということが対応できると思います

し、もしそれが、民間の方が開発された種子であるということを都道府県なりがち
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ゃんと証明してくれて、県内全部でなくても、特定のところでつくられて、それで

栽培された種子だということが都道府県の力によって証明されるならば、それを表

示するということも当然対応できると思っておりますけれども。 

○昆専門委員  それは都道府県でないといけないんですか。 

○筬島課長補佐  都道府県でなくてもいいんですが、第三者機関としてどこがいい

かということで、今の制度からすると、証明という点では、ＤＮＡ検査が一番誰も

がいいと思うんですけれども、それ以外の方法としては、都道府県というのもある

かなということなんですけれども。だから、必ず１つでなければという、選択を幾

つかの幅の中で今検討を進めさせていただこうとしているところでございます。 

○昆専門委員  例えば、そのＤＮＡ検査を受けたと、我が県では銘柄品種になって

いない、だけど、その品種ですよとうたうには、どこかのそういう研究機関に持っ

ていってＤＮＡ検査をしてもらう、すぐ出ますね。だけど、どのぐらいの量やられ

るんでしょうか。 

○筬島課長補佐  そこを、済みません。確かにＤＮＡ分析でやるとしたときに、で

は、どのぐらいの量でということもあると思いますし、仮にそのＤＮＡ分析でやろ

うとしたときに、持ち込まれた部分が、本当にその圃場からとられたものなのかと

いうのと、それを本当に流通をされているのかというのを、もうちょっとそこまで

確認して、セットになって認証といいましょうか、信頼性が付けられる形になると

思います。それをどうやっていくかみたいなこともちょっと併せて検討しなければ

いけないのかなと思っています。 

○昆専門委員  ちょっと話がずれて申しわけありません。今、総理大臣を含めて農

業でもＧＡＰの問題を話しますね。すごく農業で生産する側がそういうことをやっ

てくると本当に産業になる必要要件なんですね。例えば、今のような米品種、これ

をやると、間違いなくこの品種をここでつくりますというのはその企業といいまし

ょうか生産者がそういう社会的評価を受けるに足る存在であるということの認証

だけではなかなか難しいことじゃないですか。 

○筬島課長補佐  ですから、先ほど申しましたのも、検討の幅に幾つかあって、あ

と、一番最後に申し上げたところだったんですけれども、今の生鮮の野菜のように

自己認証という形でちゃんと証拠を残すというのも当然あり得ると思います。それ

も含めて今検討をいただこうと考えているところなんです。もし、自己認証が認め

られるならば、お答えになるのかなと思っていますけれども。 

○本間専門委員  現状のことをちょっとお伺いしたいんですけれども、あちこちに

優良な種子の生産が確実と認められる場合というのが出てくるんですけれども、具

体的に、これはどういう基準を設定し、どういう場合について優良であるか、とい

う判断をお伺いしたいんですが、それから、生産が確実であるということを確認し

ているのか、その辺りをちょっと教えてください。 
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○竹森課長  この優良な種子というのは、種子生産の場所と、それから委託を受け

てやる、農業者が実際には種子を生産するんですが、そういう技術的なものがある

ということが条件になります。具体的な条件は、都道府県で定めるということにな

っております。いわば、種場ですので、ほかの品種がまじらないようにきちんと管

理できる場所でやることと、それから、管理をするときに、ほかの品種がまじらな

いように、一回一回、例えば収穫機を掃除をするとか、ほかの品種がまじった形に

ならない、病気のものがまじらない、そういう技術的なものをいわばきちんとチェ

ックをした上で、要は、そういうことができる場所、できる人に種子の生産をお願

いするということで、やっているものでございます。 

○八田主査  まだありますか。 

○大泉専門委員  この産地品種銘柄の質問内容なのですが、質問を読むと、農業経

営者が米生産を行う場合に、産地品種銘柄が経営展開にとって阻害要因になるので

はないだろうかという懸念ですね。要するに、小ロット流通の場合ですね、小ロッ

ト流通の場合でも検査を受ければその品種銘柄、産年、全部３点セットで表示でき

るわけですね。それが嫌であれば、あるいは何かの理由で嫌であれば、それは表示

を受けなければいい話ですよね。だから、それは別に問題ないわけで、その経営者

の判断として、表示を受けない判断もあるし、あるいは他県でもって検査を受ける

という判断もあり得るわけですよね。だから、それが私も経営展開の阻害要因にな

っているとは考えていないんですが、問題は、登録品種でなければ表示できないと

いう話ですよね。これは別に、農業経営者の小ロット流通に限らないんでしょうけ

れども、今の制度では、検査をする場合には、登録品種にはいってないとだめだと

いうんですね。ですから、各県では結構品種がごちゃごちゃと増えていますね。そ

の辺はどうなんでしょうか。余りそういうことをやっていると、なかなか、新しい

品種が表に出てこないし、人と違った品種で勝負しようということが阻害されてし

まう。イノベーションが進まないということもあるような気がするんですけれども。

どうですか。 

○島田課長  まず、小ロット流通のことについてですけれども、小ロット流通の表

示というのは、産地品種銘柄になっていないもので、今現在、産地、品種、産年の

表示ができないということがございます。 

  だから、農産物検査以外の根拠というか、第三の道があれば、小ロット流通の方

もちゃんと表示して流通ができる、よりハッピーな状態というのができるだろうと

いうふうに考えます。 

  小ロット流通ですから、一般の大量流通、農産物検査が対象とするような大量流

通にないから小ロット流通ということがあるだろうというふうに思っています。 

  あと、奨励品種の話でございますけれども、今、奨励品種でないものも、私ども

産地品種銘柄にしております。 
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○昆専門委員  そうですか。 

○島田課長  大体全国で今 530 ほど産地品種銘柄、県で品種という、産地品種銘柄

を取っておるわけですが、６割が、先生おっしゃった都道府県の奨励品種になって

おりますけれども、あと残り４割は、奨励品種でないものもやっております。あく

まで、その都道府県において、ある程度のロットのある商品、都道府県産の商品と

しては流通しておるものはできるだけ救うような形で産地品種銘柄の設定を行っ

ております。それがゆえに、530 にもなっていまして、民間の登録検査機関にとっ

てはだんだんそれが負担になってきておるという状況にございます。 

○昆専門委員  それだけ県内に育成されたものが登録されている割に、民間の育成

品種がなぜ、そのメーカーの方々皆さん、共通しておやめになった企業も含めて、

登録のことで不便を感じて商売にならないという感想をお持ちになっているんで

すけれども。 

○八田主査  しかも、海外で大変な速度でもって米とか大豆とか品種改良が行われ

ている。日本だけ民間で行われていない、これはどうしてなんでしょうね。 

○竹森課長  民間の育種、日本で言えば、野菜などは民間の育種が主体でございま

す。ただ、公的な機関が、日本の場合には非常にこれまでの育成の主体を担ってき

たということがございます。勿論、海外でいけば、例えば、米、それからトウモロ

コシ、大豆も民間でかなり育成をされております。遺伝子組換えについてはほとん

ど民間会社がやっているという実態にございます。海外と日本の場合は、大きな違

いというのが、かなり品種に対する取組姿勢が違う。例えば、日本で言えば、先ほ

どみたいにコシヒカリでも、例えばできた場所でかなり評価が違うというようなこ

とがございますけれども、海外から入ってくるものはかなりそこのところが品種ご

とというよりは、かなりグルーピングがされて取引がされる。ですから、実態とし

て、例えば、やろうとするときに、日本ではかなり品種の特性なりが厳しくチェッ

クをされてなかなか民間の育成と、国、県が育成したものと比べられたときに、や

はり総合的に勝つかどうかという議論になると、かなり難しい部分がある。それが

やはり国なり県というのは公的な資金が一部入っているということもありまして、

そこにやや歴史的な技術の蓄積の差というのも出てきまして、なかなかやりにくい。 

  ただ、例えば，ハイブリッドライスとか、新しい技術を入れた分野では、民間も

これから入っていけるのかなとは思いますが、ただ、実際に品種を比べたときに、

先ほども奨励品種になかなかなりにくいというのは、やはり総合力で比べたときに、

まだそれだけどんどんつくっていいというような品種はなかなか出てきていない

のかなと思います。先ほども言ったように、決して民間育成の品種を排除している

わけではないということです。 

○米田委員  お尋ねしますが、今まで歴史的に都道府県ごとに行われてきたという

経緯は理解したつもりですが、今後大きな方向として、今後もこういう都道府県ご
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との公共的な品種育成というのを続けるという方向なんでしょうか。それとも、や

はり官から民への流れの中で、民間をなるべく育てていこう、民間になるべく移行

していこうという方向に向かわれるのでしょうか、どちらでしょうか。 

○竹森課長  今の具体的な品種育成でいけば、米などは、国は直接な品種をつくる

より有用な中間部門といいますか、その途中の素材づくりをして、県がそれぞれの

地域に合った品種をつくっていくという形になります。そして、県はそれにどれほ

どの力を入れてやるかというのは、まさしくその県の農業として米づくりなり麦な

り、そういうものにどれだけ力を入れていくかと。今、御存じのように、コシヒカ

リのように、それぞれの地域のブランドが形成されています。うちの県はこれで売

っていこうというようなものの育成をされている。そういう意味では、県もかなり

県の農業に占める米のウェイトが高いがゆえにかなりそこに力を入れている。 

  だから、そこの是非というのは、ちょっとあるんですが、やはり民間が入ってく

るならもう少し技術的に違った分野といいますか、例えば、かなり特色のある品種

だとか、そういうものが本当に出てくれば、実際に入れると思いますけれども、今

のように味で、地域で、ブランドでやっている中に、ぽっと入ってくれるような・

・・。 

○昆専門委員  その判断は、最終的にはマーケットが決めるものだと思うんですよ。

例えば、ジャガイモで、男爵だとか、メークインとか、100 年以上も前の品種を日

本で使っているわけです。世界中を見たら、あれの血を引く新しい品種は山ほどあ

るわけです。それはマーケットがそうしたんだと思うんですよ。日本の官の育種者

でも優れたものをいっぱい作っていらっしゃるわけですよ。だけど、では、お芋を

食べる食べ方が全然 100 年前と違うのにもかかわらず、そういうことであって。官

の研究者は劣っているなんと言っているんじゃないですよ。だけど、なぜ民間の企

業の力というものが、こういう自由社会であるのかということを農業の中に反映さ

せていくとすれば、基礎研究部分をやるというのは非常によくわかりますけれども、

なぜそれだったら県でなきゃいけないのかと、だって、先ほども道州制なんという

話が出ましたけれども、何で県という廃藩置県以来のことの単位で考えなきゃいけ

ないのかというのも、未来から逆算して考えたら、その次のことを考える必要があ

るのではないかと思いますけれども。 

○竹森課長  先ほど都道府県のアンケートを聞いたときも、やはり県も財政的な合

理化をしなければいけない、そうなると、自分だけでつくるより、いいものがあれ

ばそれを積極的に入れていこうという姿勢は出てきていますし、例えば、実際に育

成するのも、できるだけ民間に委託をするとか、審査そのものは県がやるんですけ

れども、実際の実行上はかなり民間に委託をするとか、そういう。 

○昆専門委員  だから、県ごとにやるというのが、登録にすごく経費と手間と時間

がかかっていると、だから、先ほど別の機関でやればいいというお話も、確かに理
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屈はあるんですけれども、何か品種登録がされていること、あるいはその品種登録

についてＤＮＡ検査ができるわけですから、そういう意味合いでは、品種名をうた

うだけであれば、さっき言った産地のことは、うそをつけば商売では排除されてい

くわけですから、そういう理屈が農業の世界の中にも入っていかせるべきだし、育

ちつつあるということを、この制度の中にも反映させていくことができないものか

なということなんですね。 

○八田主査  今、昆委員がおっしゃったことを整理させていただくと、まず、先ほ

どからのお話で、一応、お立場としては、産地品種銘柄は県別でこれからもがっち

りと維持すると。その一方で、表示に関しては、ＤＮＡ中心でかなり自由化してい

って、表示が可能なようにしていくということですね。 

○筬島課長補佐  そこの検討を深めるという形で。 

○八田主査  検討を今していると、そういうことですね。その場合には小ロット生

産でも全国販売可能になると、そこまでわかりました。それでは、最初、小ロット

生産でやっていた農家が生産を拡大していく際に、この表示だけはできるんだから、

産地品種銘柄指定を受けることを諦めて、産地品種銘柄指定ということをバイパス

した形で、相当に大きな生産を他県でやるようなことは可能でしょうか。新しい表

示方法は、障害にはならないということなんでしょうか。 

○島田課長  そんなに大きい障害にはならぬと思いますけれども、どちらが効率的

かということになると思います、選択の方法として。農産物検査の産地品種銘柄の

証明を受けたことによって表示も可能だし、その他の方法でも可能なわけですから、

それは選択の自由というのは働くと思います。 

  そして、ある程度ロットがまとまれば、我々が規格取引の対象が、農産物検査の

産地品種銘柄でございますから、ロットがまとまれば、それは産地品種銘柄に追加

するというのは当然出てくると考えています。 

○八田主査  それは消費者に対するアピールの点からそちらの方がいいと考える

だろうということですか。 

○島田課長  流通の効率化という点と、消費者のアピール、どちらがアピールする

かというのは同等だと思いますけれども、表示の方の話では。 

○八田主査  流通の効率化に関して県単位でやるのがいいというのが、さっきから

のお話でよくわからないですね。それこそ道州制でやってもいいだろうし、もうち

ょっと広げてもいいのではないかという、要するに。 

○島田課長  今、商品の世界が江戸時代からずうっと県単位というか、実態的には。 

○八田主査  江戸時代に県なんてないですから、福岡県なんて博多と小倉なんて全

く言葉が違いますよ。 

○島田課長  近江米が、江戸時代の大阪の堂島米市場の標準品になっていたという

ような実態があるものですから。それは１つの例なんですけれども。 
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○八田主査  今考えているのは、非常に災害に強いとか、それから収量が多いとか、

そういうような品種についてということです。そのような品種についても、大ロッ

トでやるときに、何らかの表示をするだけではだめで、何か障害になるといったら

これは問題だと思うんですね。 

  ちょっと時間もなくなりましたので、これについて、この表示ができるようにな

るというのは大変いいと思うので、審議過程を是非、当会議にも御報告願いたいと

思います。そして、それについて私どもの方からも、地域振興という観点から意見

を言わせていただくことになると思います。それから、できるだけこれを早くやっ

ていただければと思います。 

  一方、産地品種銘柄指定の方も、今日のお話を伺いましたけれども、県別ぎりぎ

りやるというのを何とかして緩和して、品種について指定するということでいけな

いかを御検討いただきたいというふうに思うんですけれども。 

○島田課長  商品実態というところから出てくるというところはどうしてもこだ

わります。 

○八田主査  それを何とかして変えようということですよね。基本的には、先ほど

安念委員おっしゃったように、そちらの銘柄の指定のやり方を変えると、商品の流

通実態自体も変化を起こしてくるのではないかという。 

○島田課長  逆に、それだったら、例えば、北関東米というような、マーケットに

おいて商品ができてくると思うんですが、それが現在ないと、やはり茨城県米であ

り千葉県米であると。 

○八田主査  それは県で指定を受けないといけないからでしょう。 

○島田課長  いや、例えば、同じコシヒカリで茨城県もコシヒカリという産地品種

銘柄がありますし、千葉県も産地品種銘柄で千葉県コシヒカリというのを持ってい

ます。それなら、北関東産コシヒカリというマーケットにおいて商品が生まれても

いいわけですね。 

○八田主査  でもそれは１つの県で検査を通ればほかでも全部その北関東コシヒ

カリとして指定できるんならそうするんじゃないですか。 

○島田課長  そういう意味ではなくて、それぞれほとんどの県において。 

○大泉専門委員  例えば、千葉の経済連が千葉産コシヒカリを売るし、茨城は茨城

県の経済連が売るから、自分たちのネーミングをして茨城産コシヒカリだと。とこ

ろが、北関東に販売主体がないから、北関東産コシヒカリがないと、そういう話で

すよね。 

○八田主査  では、産地銘柄を県単位で受けなくて、コシヒカリということで受け

て、どこが売ってもコシヒカリということにすればいいんじゃないですか。 

○島田課長  米の販売単位が県単位になっているからということです。 

○八田主査  最初から指定を北関東コシヒカリというふうにしろと、してもいいと
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いうことにしたらいいじゃないですか。そうしたらどこでもその範囲だったら売れ

るということになっていれば。 

○島田課長  売っている人が千葉県の農協の経済連で、県単位で売っているという

ことなんですよ。 

○安念委員  その説明はとてもわかりやすい。 

○昆専門委員  だから、逆に言うと、魚沼産コシヒカリと言いますけれども、だれ

だれ産のコシヒカリというところがあるんですよ。それのもう少し大きいのが何々

産という、だけど、行政単位としての県とか農協単位になるとそれがあいまいにな

って、あざとい米屋さんたちは、農協の米は買わないで、こちらのグループの米買

うなんという人たちは当たり前に今流通でいますよ。だけど、そういうことを考え

ていくと、実は、行政制度をうまく利用している農協の単位の区分けということで

はなくて、もう少し現実の実態に合わせたことと、今お話しの管理システムとして

の整合性をうまく取らせていくような工夫がもう少しあってもいいのではないか

なということなんですよ。 

○八田主査  ちょっと時間がなくなりましたので。 

○島田課長  １点だけ、米の農産物検査というのは、あくまでも大量流通するよう

な米の規格取引の根拠なわけです。一般的な米です。だから、今、昆委員がおっし

ゃったような細かいえらく多くの銘柄というか特徴のある米というよりも、一般の

新潟県の米というようなところを流通の効率化のための規格ということから、新潟

経済連が扱っている単位というのが１つの商品単位になっているんです。 

○大泉専門委員  だから、ＤＮＡ検査さえやるようになれば、小ロットでも、例え

ば、南房総のコシヒカリいった表示は可能になるし、それから、魚沼の更に何とか

町の何とかさんのコシヒカリというセグメントした表示が可能になるかもしれな

いという話ですよね。 

○八田主査  時間がまいりましたので。 

○米田委員  １つだけ。 

○八田主査  相当過ぎているんですけれども。 

○米田委員  １つだけ確認したいのですが、今日の最初の議題にありました生鮮食

料品に関する栄養表示についてですが、先ほどのお話の中で、食品の表示に関する

共同会議において、生鮮食品の栄養表示についても、検討されているということで

しょうか。 

○筬島課長補佐  いえ、済みません。生鮮食品の栄養表示というのは、ＪＡＳでは

今のところ事実に基づいて消費者が誤認するようなものであれば、問題がございま

せんので、そこはちょっと検討しているのではなくて、今やっているのは、米の玄

米なり精米の品質表示基準をどうしていくかというところなんです。 

○米田委員  もしそうだったら、よろしくお願いしたいと言おうと思ってました。 
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○八田主査  共同会議の結果については、これからも状況を緊密に連絡を取らせて

いただきたいと思います。 

  どうもありがとうございました。 

 

３．加工用米、政府米の買入入札等の情報提供について 

○八田主査  それでは、次は生産調整としてカウントされる加工米について、御説

明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

○吉井室長  総合食料局の吉井でございます。よろしくお願いいたします。 

  それでは、資料は配られているということでよろしいでしょうか。５．生産調整

としてカウントされる加工用米についてでございます。 

  まず、１点目でございますけれども、生産調整方針作成者は、個人、法人、団体

を問わず、都道府県の加工用米生産数量協議の場に出席できるようにすべきだとい

うことでございます。それにつきましては、まず加工用米につきましては、主食用

等の米穀では対応しがたい低価格帯の需要の加工用途向けに供給することを目的

として生産されているものでございます。 

  その取引主体につきましては、全国の生産出荷団体、これは全農だとか、全集連

でございます。このほか、食糧法に基づきまして認定を受けた生産調整方針作成者、

これを認定方針作成者と言っておりますけれども、この認定方針作成者につきまし

ては、個人、法人、団体を問わずなり得るものでございます。 

  それから、御質問にある協議の場でございますけれども、恐らく地域協議会のこ

とを指しているのかなと思っておりますけれども、特段この加工用米に関して、何

か協議をする場を設けろといったような指導等はしているわけではございません。

地域において、将来の水田農業のビジョン、そういったものを幅広に議論する場と

して地域協議会というものがございます。この地域協議会のことを、仮に指してい

るのであれば、この地域協議会におきましても、個人、法人、団体を問わず出席で

きるものとなっておるということでございます。 

  続けてよろしいでしょうか。 

○八田主査  お続けください。 

○吉井室長  ２点目でございます。 

  １の協議の場は、実態として農協系統機関のほか、一部の構成員の意思によって

のみ、数量の決定がなされているとの指摘があるがどうだということでございます。

先ほど、申し上げたとおり、この協議の場というものが地域協議会の場を指すとい

うことであれば、この協議会につきましては、資料の次のページに付けさせていた

だきました。また、地域協議会の構成員でございますけれども、ここにございます

ように学識経験者、農業者団体、消費者団体、農林水産団体、流通業者団体等々、

個別の農家も含めて地域の実態に応じて、幅広の関係者を想定しているということ
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でございます。また、この地域協議会の役割でございますけれども、全ての認定方

針作成者が参画をいたしまして、客観的透明性のある公正な議論によりまして、ビ

ジョンの点検、見直しであるとか、あるいは配分の一般ルールの設定等々について

議論をしているということでございます。 

  また、戻っていただきまして、こういったことでございますので、地域協議会に

おきましては、加工用米は生産目標数量の外数扱いとなるわけでございますけれど

も、その配分数量の決定をこの場で行うという形には、仕組み上なっていないとい

うことでございます。 

  続きまして、３点目でございます。生産調整方針作成者が生産をした加工用米の

出荷先が、実際には農協等の既存の集荷団体に限られているのではないかというこ

とでございます。加工用米の取扱いにつきましては、具体的な要領を定めておりま

して、その中に明確に取扱いについて規定をしております。その取組実態につきま

しては、農協等の既存の集荷団体に限定されるものではございません。実際にも、

加工用米の生産者が需要者、実需者と直接結び付いている事例は相当程度ございま

す。 

  具体的な手続は、加工用米についてという別紙で整理をさせていただきました。

下の枠囲いのところにございますけれども、概念図を準備させていただきました。

点線で囲まれた部分でございます。上が全国出荷団体、生産者団体の取組に関わる

もの。下がその地域流通農業者、関係者に関わるものということでございます。そ

れぞれ農家と実需者との契約に基づいて、全国団体であれば総合食料局、我々、本

省の方で認定をする、地域段階のものであれば農政事務所、地方機関が認定をする

というような取組みによって、両者、実需者の計画に基づいて対応しているという

ことでございます。 

  最後に４点目でございます。農業における経営発展の観点から、自ら加工用米の

販売先を開拓した販売契約についても、当然、生産調整としてカウントすることを

認めるべきではないかということでございます。先ほど来、申し上げているとおり

でございますけれども、一定の要件については、具体的に要領の方で規定をさせて

いただいております。 

  ここに１例挙げておりますが、例えばということで加工用途に流通され、かつ使

用されることが確実と認められることということでございます。 

  生産調整カウントとして認めるということでございますので、この要件につきま

しては、横流れ防止、主食用の需給に影響を与えないといったような観点で、一定

の要件を決めさせていただいております。そういった要件をクリアーしたものにつ

いては、認定をするということでございます。したがいまして、自ら加工用米の販

売先を開拓した販売契約につきましては、生産調整カウントとして認められるもの

であるということでございます。むしろ、国といたしましては、こうした生産者と
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実需者が直接結び付いた販売の取組、地域の実態に応じた直売につきましては、生

産者と実需者が直接結び付いたものでございまして、生産者の創意工夫が生かされ

るということでございますので、むしろ注目をしているということでございます。 

  私の方からは以上です。 

○島田課長  問の６でございます。「米の官製需要、政府米の買入入札に関する情

報提供について。政府米の買入入札に関する情報について、既存の納入業者には文

書の送付などにより情報提供がなされているが、新たに届出をした米穀取扱事業者

には、文書による案内が行われず、不公平な情報提供となっているとの指摘がある。

ついてはメールアドレスの登録を受け、情報の一斉発信を行うなどにより、不公平

感を解消すべきと考えるが見解を伺いたい。」という質問です。 

  答えでございます。主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律におきましては、

米穀の出荷又は販売を行おうとする者、このうち事業規模が 20 精米トン以上のも

のは届出が必要というふうになってございます。これは米不足等の緊急時において

必要があるとき、米流通業者の確実な把握を行う。米について不足等の事態があっ

た場合は、米販売業者に対して、地域を指定して販売だとか価格の制限を行うとい

うことが、法律上決められておりまして、20 精米トン以上のものというのは、その

届出業者ということにしております。この 20 精米トンで流通量の大体８割ぐらい

がカバーできるということになってございます。  一方、政府備蓄米の販売及び国

内産米の政府買入れについては、平成 16 年度から一般競争入札で実施しておりま

して、この入札参加者については、会計法令に基づき一定の参加資格を定めている。

例えば、政府備蓄米の販売先としては、政府備蓄米を買い受けるための最低限必要

な資力を有している。お金がない人には、取りっぱぐれがあるといかぬということ

であります。我々の政府備蓄米というのは、刈り入れ後１年保管して、１年ないし

２年かけて売るということでございます。 

  現在、私ども政府備蓄米を売っておるのは平成 16 年産米でございまして、普通、

市中に売られているのは平成 18 年産米でございますもので古古米、古米ではなく

てもう一つ上の古古米でございます。だから、余り競争力のない米でございますか

ら、我々としてはできるだけ多くの人に参加していただきたいし、多くのオファー

をいただきたいというふうに考えております。 

  それで、入札参加者の資格審査につきましては、随時受付をやっておりまして、

どんどん来てほしいということでございます。それで、審査の開始前に当省のホー

ムページですとか、本省、地方局、地方農政事務所の掲示板に公示するとともに、

プレスリリースも行いまして、広く参加者を募集しておる。政府備蓄米の売渡しに

関して言いますと、入札参加資格者というのは 520 業者ほどおりまして、入札に参

加しておる業者は 250、大体半分ぐらいの者が参加をしております。 

  また、この入札の実施に際しましては、当省のホームページですとか、本省、地
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方局、地方農政事務所の掲示板に公告しますし、また全ての入札参加資格者に対し

ましては、地方農政局、農政事務所からメールとか、場所によっては、あんまりコ

ンピュータを使わないのでファクスでちょうだいというところもあるので、メール

ですとかファクスを使いまして、入札案内を出しておる。いずれにしても、私ども、

どんどん入札に参加してほしいという気持ちでございますもので、わざわざ新規者

と既存業者を情報上で分ける必要もなくて、入札参加資格者にはどんどんどんどん

と情報提供しておるという実態でございます。 

○八田主査  以上ですね。どうもありがとうございました。 

  それでは、委員の皆様から質問ありませんでしょうか。 

  ちょっと、最後について私が混乱しているのかもしれないですけれども、ここで

の質問は政府が、要するに、米を備蓄米のために買い入れるときと、今度それを古

古米になったときに売るのと、２つあると思うんですが、私ども考えたのは最初の

買い入れのときで。 

○島田課長  買い入れの方ですか。 

○八田主査  そこでの入札に関する情報が、余り公平になっていないのではないか

という指摘があったんです。 

○島田課長  我々、買うときも入札への参加資格者に対しては、同じ情報を提供し

ているようにしております。我々、買う方もたくさん参加者があれば、より安く買

えるわけですからウェルカムです。 

○八田主査  政府が売る相手としてはある程度の規模がなければならないと。向こ

うが買うのが確実でなければいけないということは分かります。しかし、その政府

が買い入れる方ですが、それについてはかなり小さな農家でもいいわけですね。 

○島田課長  ただ、ある程度ロットがそろわないことには、売るときのロットが我

々、最低ロットが 10 トンで売りますもので、買うときもロットは 100 トン単位で

買っております。ある程度、品ぞろえがないと売りにくいという、１俵１俵売るわ

けにいかんものですから。 

○八田主査  売る方はわかるんですけれども、政府が買い入れるときは。 

○島田課長  買い入れるときも 100 トン単位で買っております。 

○八田主査  そこで、それを売る農家に対する情報は、農協を通じなかった場合に

は、必ずしも情報がすぐわからないという苦情があったんです。しかし、程度登録

した人に対しては、メールマガジンで知らせられますね。 

○島田課長  メールで。 

○八田主査  今、入札始まるから見てちょうだい、ホームページを見てちょうだい。

そういう情報をお出しくださったら、不公平感はなくなるんじゃないかなという指

摘なんですが。 

○島田課長  今、もうホームページにはちゃんと掲載していますし、入札参加者に



 

 39

対してはメールなりファクスで。 

○本間専門委員  出しているんですか。ただ、この間の彼の主張は、農家の多くは

パソコンなんかは使いません。やっぱり紙ですという話。だから、情報提供は確か

に農水省さん、いろんなところでやっているけれども、それへのアクセスをできる

人、できない人がいるので出しましたよ、だから我々は責任を終わりましたという

ことではなくて、それをいかに公平に情報サービスを提供できるかという。全員を

同様に、みんな一様にメールマガジンにアクセスできたり、ホームページ見られた

りしていればいいんだけれども、そこまで今農家のレベルが行っていない、そうい

う状態の中で、そういうサービスないしは情報をどういうふうに公平に流すことが

できるのかなという、そこの工夫だと思います。 

○島田課長  入札参加資格者、相手を限定しているわけですから、そこには、例え

ば、コンピュータ使いませんよというときにＦＡＸで流したりはしているんですけ

れども。 

○八田主査  葉書で出せばいい。 

○島田課長  今はＦＡＸぐらいは普通にあるものですから。 

○八田主査  この間の話では、コンピュータを使うのは不得手な人が多いという話

だったんですが、ＦＡＸでも流していらっしゃるわけですか。 

○島田課長  それもコンピュータ使いませんというところがありますから、それは

希望によってはＦＡＸを使っています。 

○八田主査  それでも解決するんじゃないんですかね． 

○大泉専門委員  政府米の買い入れに関しては、超過生産している過剰米地帯の米

を買っているのではないかとか、地域的に不公平ではという話がありますよね。買

い入れルールは本当にしっかりしているのかという声がありますが。 

○八田主査  そこまでは、私ども伺ったんではないですね。そういうところまで行

ってなくて、純粋に情報をきちんと提供してくださいと、それで、それはされてい

るということですね。 

  では、前の生産調整の話について。 

○昆専門委員  それはどういうことか存じ上げているんですが、どういうことが含

まれていることか。ただ、去年も同じようなこと、集落営農が出てきて、それで、

地域に任せていろいろ混乱しているのと同じように、システムとしては制度として

はできているんですが、いわば地域協議会というもの自身が、こういうふうにこう

いう構成員でやりなさいと言いながらも、現実的にはなかなかそういうふうでない

ように機能してしまう現実というのがある、それが、こういう要望を出される生産

者の方と言いましょうか、えてしてこういうのは意欲ある経営者であったりするケ

ースが多いんですが、そういう反応があると、お感じにはなりませんか。 

○吉井室長  当然ながら、我々の中に一部そういうのがあるというのは聞いていま
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す。それは、今、委員がおっしゃったのは、加工用米ということではなく、地域協

議会の議論が本当にすべての生産調整方針作成者で実質的になされているのか、と

いうことかと思うんですけれども。 

○昆専門委員  それは逆に言いますと、例えば、国では主食用では対応しがたい低

価格帯需要の加工用途と見ているのかもしれないですけれども、実は、いい酒米、

いいモチ米は、加工業者からすればより品質のいいものをつくるわけです。これは

お金がついてくるよということで、自然にこれがいくというのも現実的にはいろい

ろなところで見るわけです。 

  逆に、すごいのがもしあるんだったら、積極的に進めてほしいという利用者から

の、実需者からの要請があっても、なかなか折り合いがつかないわけです、金額的

に。だから、そういうのがあればいいんだけれども、なかなかうまくいかないで、

人がいろいろ要請をしても、しようがないというケースもまま聞くんですよ。 

  逆に、それは酒屋さんからも聞く話ですし、酒屋さんも、あの人はいい、要する

に酒米ですから、栽培期間のある古い品種ですから、栽培は難しいですよね。それ

をちゃんとつくれる人はいい米もちゃんとつくれる人ですね。そういう人、いい酒

屋さんが作ってほしいと思うわけです。アルコール混ぜないみたいな人は。でも、

それが一致しないというのも、まあ、米を作らせない手段としてだけ、これはある

と、要するに、生産調整にカウントしてくれという要求自身がちょっと前向きでな

いかもしれませんけれども、でも、そういう意味合いを大きな意味合いで考えてみ

たら、要するに、配分をうまく分配しようという発想よりも、現実の、これからの

米農業、水田農業を進めていくために、この制度があるからいいだろうではなくて、

何かマーケットの要求も含めた形での御施策というのが必要なのではないかとい

う気がするところなんです。 

○吉井室長  加工用米の制度は、16 年から始めているんですけれども、生産調整だ

けのためにやっているわけでは当然なくて、事実、加工用米を需要する方々がいる

わけですから、その人たちに計画的に加工用米を提供する、それをしっかりとやっ

ていくということです。先ほどお話がありました捨て作りみたいなことというのは

当然予定をしているわけではございません。 

  現に、一定の農家の方に、加工用米を全部集めて、そこで効率的に生産を行う、

品質のいいものを生産する、といった取組も当然あるわけです。ただ、今あるこの

仕組みや制度によって、そういう結果になっているのかというと、我々はそうでは

ないのではないかと思っているわけです。そしてまた、地域協議会での議論につき

ましても、なかなかうまく行っていないのではないかという御指摘もございました。

我々も一部にそういったことは聞きます。私どももいろいろな通知を出しておりま

して、当然ながら、関係者漏れなくといいますか、すべての生産調整方針作成者に

しっかりと地域協議会の中に参画をいただいて、そこで実質的な議論をしていただ
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く、その議論に応じて物事を決めていただくということが重要だろうというふうに

考えておりまして、ことあるごとにそういった指導はさせていただいております。

ただ、実際の運用につきましては、各地域協議会、これは事務局は行政主体、市町

村の場合もありますし、場合によってはＪＡ、これは地域の実態に応じてそれぞれ

決めていただいている。どちらが効率的あるいは効果的に進むのかということで、

それぞれ行っているわけでございますけれども、あくまでも我々は議論がうまくな

されて、その結果がしっかりと地域の将来の水田農業の発展につながるような形に

持っていきたいというふうに考えております。 

  あとは現場の実態に則した形で展開をしていただければというふうに考えてい

るわけでございます。 

  そういった仕組みは，しっかりと整理をさせていただいている。ただ、いかんせ

ん、16 年から始まった仕組み、制度でございますので、まだなかなか知られていな

いという面はあるのかもしれませんけれども。実績としては、徐々に今、加工用米

の取組では、地域需要者の実績というのも増えています。 

○昆専門委員  ということは、現実に問題が存在していると、今ここで要望された

生産者の方が言われるようなことは事実としてやはり地域的には存在するだろう

という御認識なんですか。 

○吉井室長  加工用米については、こういう問題があるといったことというのは我

々は聞いておりません。今、昆委員おっしゃった地域協議会で、例えば、配分をど

うするのかというのを決める、といったようなときに、一部になかなか議論がうま

く行っていないのではないかというようなお話があるのは事実としてあります。こ

れは全部うまく行っているわけではないです。これは当然あります。 

○昆専門委員  地域全体の話ですよね。そして一番やりやすい話になるわけですね。 

○吉井室長  最初の問の中でも、整理をさせていただいておりますけれども、地域

協議会の中で、加工用米について何か議論をしてもらうといったようなことという

のは特に決めているわけではないんですね。だから、そういう意味では、実際に加

工用米を作りたい農家と、その加工用米を買いたい実需者があるわけです。その二

者の契約に基づいて、例えば、地域農業者であれば、農政事務所の方に申請をして

いただければ、先ほど言いましたような他の主食用米の需給に影響を与えないとい

う要件が確認できれば、認定をしているということでございますので、申請が上が

ってきたものをお断りしたという話は、我々もほとんど聞いておりませんし、自主

的に、これはまだごくわずかでございますけれども、16 年から 500 トン、1,600 

トン、2,200 トンと増えております。 

○昆専門委員  システム的には、まずいわけではなくて、市町村に丸投げしてしま

うというか、やってしまうところに実は、市町村レベルでそれだけの、失礼ながら、

能力がなかったりして、それが全部農協に行ってしまう。その中で、独立系の経営
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者と、何というか公正な取引といいますか、イコールフッティングがあり得てない

状況というのを私などはいろいろ伺うことがあるということなんです。だから、加

工用米の生産調整のカウントということよりも、それを現実に、要するに、問題は

現実ですから、そういうときに、他のいろいろな諸制度もあれですけれども、ある

ということを。 

○吉井室長  先ほども申し上げましたとおり、事務局の話をさせていただきました。

これは私ども 16 年産から米政策改革をスタートして、19 年産から新しい需給調整

システムということをやっています。この新しい需給調整システムというのは、Ｊ

Ａ等の農業者団体が主体にやっている需給調整システムだと、そういう中において

も、当然、今まで行政がやってきたわけですから、行政の役割というのは非常に大

きなわけでございます。事務局体制を見ても、現時点でまだ半々でございます。当

然、地域の実態に応じて、行政がしっかりしているところ、これまでの歴史があり

ますので、ございます。そういったところは行政がしっかり担っていただくという

ことは必要なのではないかと思っています。 

  また、ＪＡはある程度力を付けているといったようなところというのはＪＡに担

っていただければよろしいわけです。そういった地域協議会の中で、農業者団体、

あるいは行政、市町村、あるいは他の方針作成者、いろいろおりますけれども、ど

ういった形で役割分担をしながらやっていくのかというのは、それぞれ各地域の実

態に応じて、地域協議会の中で御議論をいただいて決めていただくことなのかなと。 

○大泉専門委員  昆さんが先ほどから言っているのはどういうことか、整理してみ

ますと、要するに、農協と農業者、農業団体と農家のイコールフッティングの問題

ですね、そういう話ですね。 

  実需者と結びつくときに、地域で話し合うというけれども、農協に行っちゃいま

すね、大体が。全農ルートでまた来たりするわけでしょう、情報が、違いますか。 

○吉井室長  そういう地域もありますし、地域の中で話し合う、例えば、加工用米

であればそういう話ではなくて、それこそ実需者と相対でやっていただいて、加工

用米の販売計画をつくっていただいて、それに基づいてやっていただければそれで

いいわけです。 

○大泉専門委員  それは地域協議会にかける必要がない。 

○昆専門委員  それは全体からすればほんのわずかじゃないですか。直接産地にそ

れを求めてくる加工業者というのは。 

○大泉専門委員  例えば麦もそうですね。 

○吉井室長  だから、全国団体を通すものは通すもので別途あるわけです。これは

全農扱い、全集連扱いのものがあるわけです。それはそれで県本部なりを通してや

ればいいわけですけれども、自らそういう地域の実需者とバイでやりたいという人

たちは、今、こういう形でしっかりと 16 年からは門戸を開いてやっている、そし
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て実績が上がりつつあるということでございます。 

  それを止めているとかそういうことは全然ないわけです。 

○大泉専門委員  麦も、事前契約と地域協議会みたいなもので話し合う仕組みがあ

るじゃないですか。でも、実際は大体決まっていますよね、農協ルートで。農協だ

とか何かそういうところで実需者との結びつきは大体決めちゃうじゃないですか。 

  もっと言うと、この地域協議会自体も、農家と農協が入っているけれども、だか

ら、フェアなんだというけれども、大体農協の意見ですよ。 

○吉井室長  いや、私が地域協議会のことを言ったのは、この加工用米の議論とは

離れて、別の案件を、先ほど地域協議会の役割として、配分の一般ルールだとか、

ビジョンの点検見直しとかあると言いましたけれども、そういったものを議論する

際には、当然やはり必要になってくると思うんです。そこでしっかりと議論しても

らうということが必要だと思います。当然、行政の役割分担もありますし。 

○大泉専門委員  吉井さんがそうおっしゃるのもよくわかりますが、だけど、新た

な米政策になって、地域に任せ、行政は引くんだとおっしゃる。それはオーケーな

んですけれども、では、どういうところが声が大きくなってくるかといったら、地

域でと言えば言うほど農協になってくるわけです。では、そこで、農業経営者との

イコールフッティングはどう担保されるのかといったら、やはりこれは地域の農業

経営者の団体だとか、あるいは生産調整方針作成者とか、これは農協以外の。そう

いったところへ情報を流したり、あるいはもっと言うと地域協議会の議事録を作り

何が話し合われているか第三者にも分かる様にすることですね。農政事務所が入っ

ているから大丈夫というけれども、農政事務所だって、ただ入って何も言わないと

いうことが多かったりして、フェアな運営ということを担保するためには、何らか

の別途の措置が必要になってくるんだと思うんです。加工米もそうだし、麦もそう

だし、それから、この地域協議会もそうで、地域に任せると言えば言うほど地域的

な声の大きい小さいのようなものが反映してきますから、その辺は補助金と絡むよ

うですと行政は非常に注意しなければいけないところだと思います。 

○八田主査  今の議論だと、結局、地域に任せるけれども、もし、イコールフッテ

ィングを犯すような決定を地域協議会がやったら、それはアピールしていいと、そ

ういう処遇を受けた人は特に、少なくとも当初はここで言っている加工米について

アピールしていいと、そういう制度をつくっていただければ非常にフェアになるだ

ろうと思うんですね。 

○吉井室長  いや、それは当然そういうことになっているんだと思うんです。例え

ば、何かの取引のときに、農協に参加の人たちに有利だとかという話になると、例

えば、独禁法の話だとかいろいろな問題も絡んできますので、我々需給調整の側か

ら、あるいは需給調整を議論してもらう地域協議会の中での議論、そういう形で当

然指導することは可能です。我々の指導通達で公開性、先ほど言いましたが、客観
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性だとか、透明性、こういったルールについても逐一指導はしております。 

○八田主査  しかし、いろいろ苦情処理のような機関が、例えば、電力の自由化と

か、みんな作るわけですけれども、こういうふうにある程度自由化して分権してい

くと、そこで苦情があった場合に、地方でもってそういうことを聞きましょうとい

うようなことはあってもいいのではないでしょうか。要するに、公平な取り扱いを

受けなかったというときに泣き寝入りせざるを得ないということになるのではま

ずいですよね。だから、そこでちゃんと分権化はするけれども、公平な取り扱いだ

けはきちんと担保されるような仕組みに作るというようなことが必要なのではな

いかと思っているんです。 

○吉井室長  それは例えば、どういう仕組みなんでしょうか。 

○昆専門委員  例えば、去年集落営農のことで、最近になって集落営農の問題点を

本省の方にも窓口を作りました。あれと同じように加工用米だとか、産地づくり交

付金の話とか、いろいろなことで、ただ単なるわがままを言うということではなく

て、それが決定過程が不公正だったとか、我々の一定の正論ではないのという話を

少なくともそういうふうに公の場に言えて、記録に残せるようなことをつくること

もあり得ていいのではないかと。 

○吉井室長  透明性を確保しろというのは、これは常々我々もその現地に行ったと

きには指導しておりますし、通達にもそういったことは明記して指導させていただ

いております。 

○大泉専門委員  ですから、さっきの議事録をつくるとかいろいろ手はあると思う

のですが。 

○八田主査  例えば、どういう仕組みがあるんだと。何らかの手段はちょっと御検

討いただけないかという。 

  それでは、米田さん、何かありますか。 

○米田委員  今の議論に私も賛成ですが、これに限らず、農業問題は、結構制度と

しては公正につくってあっても、実際に地域で運用されるときには、このような問

題がおきることがあります。私自身も地方を回って、これに限らずいろいろ聞いて

おります。今後、地域に任せる、民間に任せるという方向において、運用上で生じ

る問題というのは大きくなってくると思いますので、不服申立てができるような制

度ですとか、もっと簡単に苦情を聞いていただける窓口を作ることなどに是非積極

的に取り組んでいただきたいと思っております。 

○八田主査  議事録公開、情報公開というようなことも、促進というようなことも

重要でしょうし、何らかの形で透明性を向上させるような手段の御検討をお願いし

たいと思います。 

  それでは、今日、お忙しいところをありがとうございました。 
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４．品種登録について 

○八田主査  どうもお忙しいところをありがとうございます。 

○事務局  大分遅れておりますので、５分程度でぱっと説明いただいて、先生方に

は 10 分程度でうまくまとめていただきたいと思います。済みません。 

○八田主査  わかりました。よろしくお願いします。 

○小平室長  農林水産省の生産局の種苗課におります審査室長の小平と申します。

よろしくお願いします。 

○八田主査  よろしくお願い申し上げます。 

○小平室長  いただきました問の３につきまして御説明をさせていただきたいと

思います。まず、植物の新品種でございますけれども、御承知のように、農林業の

生産においては生産性の向上とか、質の向上、更に逆に見ますと、消費者の方から

はいいもの、おいしいものを食べられる、あるいは生活の質の向上といったことで

大変社会生活に貢献するものだと思います。この新品種の育成というのは、投資が

かなりかかるんですけれども、逆に、一度育成された品種は大変増殖をしやすいも

のですから、保護制度を設けているということになっております。 

  現在の制度は、ユポフ、ＵＰＯＶと言いまして、新品種の保護に関する国際条約

というものに私ども日本は加盟しておりまして、それに基づきまして国内的には種

苗法というもので、新品種の育成者に対して知的財産権の一種であります育成者権

を付与しているということでございます。 

  申請から登録までの審査過程でございます。提出しました資料の流れ図がござい

ますが、これで簡単に説明させていただきたいんですが、まず、育成者の方から、

出願がございます。このときに、実際に書類に記載すべきものがそろっているかど

うか、方式審査なりをし、更に、品種名称が適正かどうか、それから未譲渡性とい

ったものについて審査を行います。この未譲渡性というのは、実際に出願された方

は大体出願前後に販売を始めるんですけれども、出願より１年以上前に譲渡をして

いたら、それは未譲渡性に引っかかります。新規性がないということで新品種の条

件ではないということになりますので、そこの審査を行っています。 

  このようなものに問題がない場合には、出願公表といったことを行います。この

出願公表をすることによって、仮保護という権利が生じます。この仮保護の権利と

いうものは、出願者が、その品種が登録された後に、この審査期間において、自分

の望まない利用のされ方をしたときに、そのような方々に対して、利用料とかの補

償金を請求できるということで、いわゆる権利がここまでさかのぼって使えるとい

うものを確約するものでございます。 

  出願公表の後は、実際に特性の審査というものを行うんですが、新品種の審査に

おきましては、現物主義というのを取っておりまして、実際に出願された品種と、

それから既に出回っている品種の中で大変似ている品種を同時に栽培しまして、そ
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の栽培データを基に本当に区別ができるかとか、それから均一であるか、それから

安定性があるかといったことを審査することになります。 

  したがいまして、この期間が、少なくとも１年から１年半程度は必要だという状

況にございます。これらの調査データに基づいて、先ほど言ったような区別性、均

一性、安定性を審査し、それがよろしければ登録され、これが育成者権が付与され

るということになります。 

  この出願から登録までの期間を審査期間と言っているわけですけれども、いただ

たきました御質問の２点目で、この審査期間を短縮すべきではないかということで

ございます。 

  私どもも、審査を早く行って、この権利を早期に確定するということは、育成者

のみならず、それを利用する方々にとって大変重要であると思っております。ただ、

先ほど説明しましたように、書面審査に加えて実際に一緒に栽培をして、データを

取って比較をすることによって、権利を付与するということがございますので、や

はり一定の期間は必要になってしまいます。 

  この添付資料の最後の資料に棒グラフがございますが、これは最近の品種登録の

出願件数の流れでございますが、一番左が平成４年からですが、一貫とは言いませ

んが、右上がりで、出願件数が増えてきておりまして、それに伴いまして、ちょっ

とこなしがうまくいかない面もありまして、下に、平均審査期間の推移というのも

ございますが、1997 年に向かって、ちょっと平均審査期間が伸びてございます。1

997 年が平成９年ですが、このとき 4.1 年までかかってございます。 

  その後、いろいろな努力をしまして、昨年、平成 18 年には、2.9 年まで短縮を

することができました。もう一つの資料、前のページの資料をごらんいただきたい

んですが、下の方でございます。政府の知的財産戦略本部の決定がございますけれ

ども、権利付与の迅速化をしたいということで、下から３行目にございますが平均

審査期間の短縮目標の前倒しを図りまして 2008 年、これは平成 20 年になりますが、

2.5 年に短縮すべく今、大変な努力を払っているところでございます。 

  説明ペーパーの３に戻らさせていただきますが、この 2.5 年に短縮することに向

けまして、審査官の増員でありますとか、総合的な電子システムとかを構築して、

円滑な審査を行うとか、あるいは海外とのデータの相互利用等を行うことによって、

審査の迅速化、効率化といったものを進めていきたいと考えておりまして、まさに

現在総力で取り組んでいるということでございます。御理解のほどをよろしくお願

いいたします。 

○八田主査  ありがとうございました。では、何か質問はありませんか。 

○昆専門委員  そういう御努力は理解しているところですが、例えば、2008 年、平

成 20 年度に 2.5 年という目標というのは、これはそれが限界ということなんです

か。 
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○小平室長  現在のシステムから見ますと、やはり先ほど言いましたように、どう

しても１年以上は土の上に植えてみなくてはいけない。更にその前後の審査等が入

りますので、全体平均してみると、今、2.5 年に向かって一生懸命やるというのが、

本当に当面の目標でございます。 

○昆専門委員  実は、この 2.5 年ということの、食料であるということの意味はよ

くわかるんですが、品種の特性その他について、遺伝子的に区分をすることは可能

なことだろうし、あるいは栽培をして比較試験をすること、というのも必要なこと

かと思うんですけれども、それは、食料として安定供給するというところが第一義

の時代であった時代と、生産的に安定しないものだとか、食味の悪いものだとか、

新規の商品としての特性がないものというのは、ますますマーケットの反応に応え

た生産者たちが、それを判断基準にして、行動していく時代になっていくんだろう

と思うんですけれども、そういうことというのは、こういう品種の審査ということ

の中では、何か時代の変化といいましょうか、反映されていくことなんでしょうか。 

○小平室長  おっしゃられますように、例えば、ＤＮＡとかを使うということは、

国際的な機関であるＵＰＯＶでも、多面的には検討されておりますが、現在の制度

というものが、外に表れた植物の形質、それをもって本当に区別できるかどうかと

いうことを見ておりますので、遺伝子レベルの差があって、それが直接、その植物

が別なものであると、品種が別のものであるということにはすぐには結びつかない

ということでして、現在、どこの国でもＤＮＡの分析をして、その品種の、これが

新品種であるかどうかということを決めるということは取っておりません。 

  逆にＤＮＡの利用につきましては、例えば、侵害が起きたときに、これがこれと

同じ品種であるかというときには、大変有効な手段であるとして使うということで

はございます。 

  一方で、先ほど、委員おっしゃられましたように、マーケットの反応とか、さま

ざまなことがございますが、それは１つの出てきた品種をどのように評価するかと

いう面だと思いますが、一方で、育成者権というのは、１つの権利を植物の育成者

に与えるということでございますので、先ほど御説明したように、大変品種の出願

数が増えてきている中で、イメージしていただければ、今まで品種の距離といって

はおかしいんですが、ある程度あったものが、そういったところが埋まっていくと

いうことで、大変似通った品種が出てくるということになります。一方で、大変権

利意識が高まるとか、こういったものをうまく利用していきたいという意識が高ま

っておりますので、私どもはそういった権利をきちっと見てあげなくては、将来の

利用についても問題があるということで、きちっとした制度の下で、質の高い審査

をしていきたいというようなことに重きを置いて、今、運用しているところでござ

います。 

○八田主査  ＤＮＡでだめならという理由というのをもう一つ、ちょっと短く言っ
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てください。 

○小平室長  植物というのは、例えば、そのまま栄養性繁殖といいまして、切って

植えれば、そのまま増殖するというのは、それは同じＤＮＡが増殖していきますが、

花粉がかけ合わさって種ができたりするものというのは、それぞれごとに、少しず

つＤＮＡが異なるものが集団となって一定の形質を出しているというものが種子

植物で、そういうものは、ＤＮＡが一部違っていたからといって、それが別のもの

ということは判断できないものですから、一概にＤＮＡが違うから違う品種だよと

いうことで、審査の基準として使えないということでございます。 

○八田主査  ということは、ＤＮＡにばらつきがある場合に、それ全体をグループ

化して特徴づけることが非常に難しいということですか、普通の肉眼で見たりなど

したら大体似ているもので、ＤＮＡはかなりばらつきがあると。 

  そうすると、そのＤＮＡをある種の科学的なカテゴリーで、ばらつきがあるもの

をグループ化して、こういう特色を持ったら、全部ＤＮＡが同じでなくても、１つ

の種として認めるということが、今の段階では科学的に難しいということですか。 

○小平室長  グルーピングとかというのは、恐らく、化学のレベルではできると思

うんですが、現在、今の品種登録制度で、例えば、花の形質が丸いところがとんが

っているとか、例えば斑紋が入っているとか、外目に見て、区別ができるので、こ

れは新しい品種ですよということが言えますが、それがＤＮＡレベルでどこがどの

ように違うから反映されていて、区別できる品種になっているかというところまで

は、きちっと行きついていないので、ＤＮＡを見ただけで、区別ができないという

ことがあるということでございます。 

  グループとかは、多分、ＤＮＡの中で。 

○八田主査  そうであるならば、両方ともあればいいじゃないですか。見た目で違

うのもあってもいいし、ＤＮＡで特色づける種もあっていいと。どちらもあってい

いように思いますけれどもね。そうしたら、随分このクラスでは、早く認定できる

のではないですか。 

○小平室長  ただ、すべてのＤＮＡのサンプルというものもまだ当然、皆様方お持

ちではないですし、現在、ＤＮＡで、例えば、品種の識別をできるというのも、一

部のＤＮＡの部分を押さえて、こことここを見れば、この品種にはこういうＤＮＡ

がそろっているので、品種識別ができるというような技術までは、できているんで

すけれども、逆に、ＤＮＡの分析をして、その品種の区別を判断するというところ

には至っていないというのが現在だと思っております。 

  それから、もう一つは、例えば、果樹とかで、枝変わりみたいなもの、枝だけが

一部変わって出てくるようなものがございますが、これは同じＤＮＡの中で変わっ

たものが出てくるということで、ＤＮＡは同じなんですけれども、外目から見ると

違うということもあります。 
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○八田主査  要するに、幾つかカテゴリーがあって、外目で見て、判定するのもあ

っていいし、ＤＮＡだけで判定する新しい種というのがあっていい。ＤＮＡで判定

できるようになれば、えらく審査過程が短くなりますから、両方ともの種類をそれ

ぞれ用意するということにはできないんでしょうか。 

○小平室長  現在の世界各国が加盟している条約は、これは実際に栽培をして、そ

れぞれ植物には基準がございますが、そういった形質を見て、これの区別があるか

どうかという審査方法で国際的に審査をしております。 

○八田主査  わかりました。条約上の制約で、世界中ＤＮＡ判定はできないという

ことですね。わかりました。 

○米田委員  １つ質問なんですけれども、いただきました資料の中の国際条約の抜

粋のところには、当局はこの審査において当該品種の栽培、その他の必要な試験を

実施しと書いてありまして、必ずしも品種の栽培のみが求められるというようには

読めないように思いますが、いかがでしょうか。 

○小平室長  栽培その他の必要な試験、例えば、栽培と、それから、病気の抵抗性

があるかとかという試験などです。 

○米田委員  栽培は必須であって、その他の試験が付加されると読めばよろしいん

ですか。 

○小平室長  必要であれば、例えば、病気の抵抗性などは別の試験で見るとかとい

うことです。 

○米田委員  国際条約で現物主義というのが、規定されているというふうなことで

すか。 

○小平室長  はい。 

○昆専門委員  育成権者を守るためというお話で、基本的には考えられるわけです

けれども、品種の科学的な検証というのは絶対に必要だというのはよくわかります。

実は米に関して言いますと、特に今回、米に関して言っているわけですけれども、

表示上の問題として、何々という品種だと明示したいと、そして、これはここで品

種登録されるだけではなくて、産地品種銘柄とか、そういうこととセットになって

ＪＡＳ法の表示が出てくるわけですけれども、育成権利者の権利を守りたいという

ことは、育成者たちがこれを短くしてほしいという要請を出しているわけですけれ

ども、彼らが、いわば特許申請中といってやるのと同様に、それをお米の品種登録、

ここの品種登録制度だけの問題でないのであれですけれども、後の、最終的にはＪ

ＡＳの表記の問題を含めて、銘柄品種の問題も含めて、そういうことの整合性の中

で、登録に至るまでの表現の仕方というのですか、というのは何か工夫の余地とい

うのは、要するに、育成権者が、何というのでしょうか、実際に商売が早くできる

といいましょうか、ということというのは、米の、品種登録だけではなくて、ＪＡ

Ｓ法の表示の問題も含めて、何かそういう表示を仮保護というのがあるのであれば、
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何か表現することというのはあり得ないことなんですか。 

○小平室長  ＪＡＳ法の方まで、どうやってお答えすればいいのかちょっとわから

ないんですけれども、ちょっと外れたお答えになるかもしれません。ビジネス的に

言いますと、先ほどちょっと私説明させていただいたんですが、出願の１年前以内

ならば、未譲渡性というのに引っかからないので、当然、自分のつくった品種の商

品性を確かめるために売ってもいいですし、それから、出願後、我々もできるだけ

早く出願公表して仮保護の権利を打ち立てたいので、そこは一生懸命早くしたいと

いうことです。そうすると、さかのぼって権利の主張もできるということになって

いるので、そういったところを御利用いただくのがいいのかなと思っております。 

○八田主査  時間が押しておりますので、プロセスを早めているということで、ま

すますそういう方向で進めていただきたいと思います。また、そのプロセスを早め

ている過程について、適宜こちらで伺うこともあると思いますので、よろしくお願

いいたします。 

  どうもありがとうございました。 

 

５．区画整理、基盤整備事業について 

○八田主査  どうもお忙しいところをお越しくださいまして、ありがとうございま

した。それからまた時間も押して大変御迷惑をお掛けしております。農林水産業・

地域産業振興ＴＦを行っております。こちらから御質問を御提示させていただいて

おりますので、早速御説明をお願いいたしたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

○雑賀課長  農地整備課長の雑賀と申しますけれども、私の方から一括してお答え

したいと思います。 

  最初の問、区画整理、基盤整備事業についてというところです。区画拡大が担い

手の整備をしていくためにも重要と考えるが、実態として現在、圃場整備において

どの程度の規模の区画の整備が行われているのかということでございますけれど

も、平成 16 年現在の田の面積が 258 万ヘクタール、このうち 30 アール程度以上に

区画整備された田の面積は 153 万ヘクタールでございまして、59.3％です。 

  また、そのうち１ヘクタール以上に区画整理、１ヘクタール程度以上ということ

で、50 アール程度のものを入れて計算しておりますけれども、そちらの面積は 18

万ヘクタールで全体の約 6.8 ％というふうな形になっております。 

  次、２つ目の問でございますけれども、農業経営を考えた場合、区画整備におい

てどの程度の規模が望ましいと考えるかということでございますけれども、農業経

営における生産コストの縮減の観点ということで考えれば、圃場整備の区画という

のは大きい方が有利という形にはあるんですけれども、勿論、いろいろな条件がご

ざいまして、土地条件、地形の勾配がどうであるとか、土壌条件がどうであるとか、
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それからあと機械の関係、どのような機械を農家の方が持っておられて、どのよう

な営農をされるのかというふうな形で、随分形が、区画の形状などが変わってまい

ります。例えば、内地で大体大型の機械と言われているようなもののトラクターな

どで営農される場合は、１ヘクタールを超えるとやはり機械の効率上、余り意味が

なくなってくる。勿論、大型の機械を、もっと大きな機械を買われる場合は大きく

なりますし、それを２台、３台使ってやるということになればもっと大きいという

形は出てまいりますが、ただ、この辺は農家の方の経営の考え方ということにより

ますし、あとは地形条件が勾配がある程度あればどうしても大きくしていきますと、

土工が大きくなりまして、やはり経済的に無理があるというふうな問題も出てまい

りますので、そういったところを総合的に勘案して、地域地域の方で決めておられ

るというふうなことだと考えております。 

  それから、３つ目の問でございますけれども、米の輸入自由化等によって、将来

米価が下落した場合、最低でも２ヘクタール以上の規模の圃場整備が必要ではない

かというふうな御質問ではございますけれども、これも先ほどの問と同じでして、

どういうふうな営農をやられるかということと、それから、どの程度の地形条件、

土壌条件なのかということによって、勿論、圃場整備に伴う負担もございますので、

総合的に判断していただくしかないというふうに考えております。 

  ４つ目の問ですけれども、意欲ある担い手にとって経営規模の拡大に向けた土地

改良は重要な経営課題であるということで、ついては、基盤整備事業主体と同等の

条件で、意欲ある農業経営団体が個別に土地改良をやることについて支援すべきで

はないかと。 

  この支援というところが補助事業の対象にということであれば、基本的に補助事

業というものは個人というものを対象にしていないということで、最低でも複数名

の方の参加申請が必要だというふうな体系になっております。なお、個人の場合は、

農林漁業金融公庫からの低利融資というものは活用できるというふうな形になっ

ております。 

  いずれにしても、土地改良事業、特に圃場や水路の整備については、一人だけで

自分の区画をいじるということは他人の区画にも当然かかわってくる問題になり

ますので、なかなか一人だけで例えば、圃場整備をやろうとか、それから水路、水

路などは特に集落全体でとか地域全体で使っているものなので、それを個人でとい

うふうな話は余りなくて、いずれにしても、複数名の方、小さい圃場整備などの場

合は複数名、大きい国営事業などになってまいりますと、何百人、何千人、何万人

という方の申請でもって事業をやっておりますので、こういうふうな個人でという

ふうな実態はほとんど今のところ、我々の方としては余りこういうふうな課題があ

るというふうには承っていないというふうな状況です。 

  以上、簡単ですけれども、御質問に対しまして。 
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○八田主査  どうもありがとうございました。 

  それでは、昆専門委員、御質問ございますか。 

○昆専門委員  確かに、圃場整備の利用集積がないとできないというのは事実なん

だと思うんです。個人に対してというのも、制度上ある程度はわかるんですが、現

実に、私どもいろいろ地域を見ておりますと、力のある、あるいは地域でも信頼の

ある経営者が、では、ここ１枚にまとめるからという形で、今、そういう割と簡易

な技術があるわけですから、そういうことをどんどんおやりになる、そしてまた今

時代も変わってきているものですから、逆に言うとそういうことが契機になってい

ろいろ変化する、あるいは自治体にしかるべき有効なリーダーがおいでになったり

すると、そういうケースもあるかと思うんですが、個人１人とか１団体ということ

ではなくて、例えば、今までみんな機械を買うのに、名目上の組合を作っているケ

ースというのはいくらでもあったわけですから、そういうような形で、それが何か

だましになってしまいますけれども、むしろそういう個人の努力といいましょうか、

個人の努力という言い方はあれなんですけれとも、意欲ある担い手たちの先見の明

や、技術上の豊富さや、そういうことが土地基盤整備に生かせるといいましょうか、

というような方法というのは何か考え方がないものかなと、農業経営を外から見て

いますと、そういう感じが、そういうのはなかなかなくて、どこかに頼まなければ

いけないとか、あるいは最近は土建屋さんが、一部のそういう農業に入ってくる中

で、そういうことをおやりになる方たちがいたりするんですけれども、そういうの

をより大きな事業でなかったとしても、何か有効に生かす方法がないものかという

ふうに考えるんですが、いかがなものでしょうか。 

○雑賀課長  地域の中でも、我々としては勿論、担い手に農地を集めたいと、担い

手に農業をやっていただきたいというふうな基本的なスタンスに立っております

ので、圃場整備事業をやはり契機として、そういうふうな担い手の方になるべく農

地を集積していただけるような配慮ということではないんですけれども、まずもっ

て昔は圃場整備事業というのは、圃場整備単独だけで、そういう担い手に集めてく

ださいというふうな要件をかませずにやっていたんですけれども、最近はそういう

こともあって、担い手にある程度以上集めてくださいというふうな要件をかませて

いるということ。 

  それから、あと、地域の中でも担い手の方に農地を集積するとなるとどうしても、

出し手の方の問題もありますので、地域の中でお話し合いをやっていただいて、ど

なたに出していただいてどなたに集積するのかと、しかも面的にそれがどの辺に置

きますかというふうな問題があるので、そういったことを地域の中のお話し合いを

促進するために、ある程度以上、例えば、担い手の方に集積していただけるという

ふうな形になれば、促進費というような形で事業費の何％とか、上乗せをするとい

うふうな制度を使って、地域の中でなるべく話し合いをしていただいて、担い手の



 

 53

方に集めていただくというふうなことをやっているということです。 

  あと、工事そのものも、いろいろな工事のやり方というのがあるというふうに考

えていまして、最近では直営施工というふうな言い方をしておりますけれども、地

域の方が自らやりますよと、別にゼネコンか何かで工事をしてもらわなくてもいい

ですよというふうなものについては、勿論それで結構でございますということで、

地域の方自ら工事をやっていただくようなそういうふうな事業の在り方というも

のもやっておりまして、農道の舗装だとか、ちょっとした工事であれば地域の方に

やっていただいているというのもございます。 

○昆専門委員  それは、国庫補助といいますか、何かそういうのがあるんですか。 

○雑賀課長  あるんです。国庫補助の中の内数として。 

○大泉専門委員  ちょっと数点、ここに書いていないことなんですが、よろしいで

すか。 

○雑賀課長  はい。 

○大泉専門委員  目標はどのぐらいまで行くんでしょうか、現在 153 万ヘクタール

と書いてありますが。 

○雑賀課長  土地改良長期計画というのがございますが、ちょっと私、数字そのも

のが今頭に入っておりませんのであれですが、その長期計画の中で、何万ヘクター

ルとかという数字を出していたと思いますけれども、最近はちょっと長期計画の在

り方も変わってきて、公共事業で何万ヘクタールという数字でもって計画を立てる

というのは、ただ単にそれをやるだけの公共事業でおかしいというふうな考え方も

ありまして、効果というふうな点で、やはり長期計画を定めるべきだというふうな

考え方から、むしろ担い手の方を例えば、何万人とか、何％増やすとかというふう

な数字を目標として示す形にさせていただいております。 

○大泉専門委員  それと関連しますが、今２つおっしゃった効果が２つあって、そ

れから担い手の育成率がおありになる。その際の効果ですが、先ほど昆専門委員が

おっしゃったことと関係しますが、例えば、今、工事費があるところで、10 アール

140 万というのがあって、その農地価格は 60 万円なんですね。60 万円の農地価格

のところに 140 万投資するというのは、これは経済的な計算だとどういうことにな

るのか。そこで、だから、工事費を安くするということが可能なのか可能でないの

かというふうなことですが。それはおっしゃるように設計単価の問題があるんでし

ょうけれども、単価の問題はどうなのでしょうか。 

  それからもう一つは、償還金の未払いというのがあるのかどうか、その場合、補

助事業は個人にはなされないという話が先ほどありましたけれども、基盤整備事業、

かなりの公共事業としての予算をお使いになっている。それが、最近は担い手の集

団化のことも視野に入れてというお話がありましたが、確かに基盤整備、非常に集

団化に効果があるし、担い手育成にも非常に効果がある、集団化ができたときに、
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促進費を上乗せしてますね。逆に、集団化ができなかった場合には、所有コストと

いうんですか、を高めるというんでしょうか、償還金を、個人償還金をもう少し多

くするとか、そういう仕組み、これは法律違反になりますか。  そういう点を教え

ていただきたいんですが。 

○雑賀課長  まず最初の、効果という点において、大体反当たり平均的に 140 万ぐ

らいということで、少し高いのではないかということなんですが、我々補助事業、

国営事業でも同じですが、国の投資をして行う場合は勿論投資に見合う効果がある

のかというふうなところは算定して、それが今、1.0 を超えるという場合に限って

補助を行うという形になっておりますので、ちょっと細かい計算が具体的にどうな

っているのかというところはあれですが、一応、すべての地区においてＢ／Ｃを出

して、Ｃは勿論出ますが、Ｂについても、多面的な機能というふうなところのＢと

いう部分もありますので、そういったものを合わせ技で、勿論、公費を上回る効果

があるというふうな判断の下に、事業を実施しております。 

  あと、集団化ができなかった場合のペナルティーというふうな形だと思うんです

けれども、経営体育成基盤事業の場合は、集団が認定以上にならなかったら、途中

の段階でチェックをかけて、それができなければそれは支払わないというふうな形。

  ですから、補助の対象にならない。また、最後の促進費の対象にもならない。 

○大泉専門委員  地域全体にそうなるわけですか。そういうふうに事業を仕組んだ

ところに限られますね。 

○雑賀課長  そうですね。 

○八田主査  時間も来ておりますので。 

○大泉専門委員  要するに、利用権で流動化させるときに、その土地改良の、何と

いいましょうか、負担金を今のような形で操作することによって、利用権が流動化

する可能性があると踏んでもいいものでしょうか。 

○雑賀課長  法的にそういったものがもしくは制度的にそういったことが可能な

のかというところは別に置いて、経済学的に考えれば、そういうふうなペナルティ

ーを与えれぱ、それなりのインセンティブが働くのかもしれませんけれども、実質

上、我々は基盤整備を担当している部隊ですので、基盤整備をやっているところに

おけるインセンティブというのはありますが、基盤整備と関係ないところにおいて、

ちょっと考えたことはないんです。 

○昆専門委員  それで、基本的な、標準的な基盤整備をするときのコストを下げる

ための新技術の導入だとか、そういうことというのは逐次行われているということ

なんでしょうか。 

○雑賀課長  今年も、段階的整備というふうな考え方で、今までの考え方というの

は一気に全て整備してしまいましょうというふうな考え方で 140 万円ぐらいかか

るんですが、場合によっては、その畦畔部分だけを取るとか、要するに、新しく農
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地を借りたいという方のニーズに合わせた、要するに、全てスペックがそろってな

くてもいいのではないかと、そういうふうな圃場整備というのは可能なのかどうか

ということを実証的にちょっと調査したいということで、そういうふうな調査を今

年度から始めるとか、いろいろな発注の在り方について少しでも安くするようなと

か、あと、全体的にコストダウンというふうなことで、今、うちは 15％のコストダ

ウンということを掲げてやっていますが、いろいろな工事のやり方だとか、設計の

やり方だとか、いろいろなところを工夫して、少しでもコストを下げるというふう

な工夫もやらさせていただいております。 

○昆専門委員  水田、圃場というのは、企業家にとっての工場なわけですから、マ

ーケットに対してどういう工場をつくるか、経営者が一番わかっておりますから、

ただ、行政的な判断ということにとどまらず、経営者の知恵というものが生きるよ

うな、そして、結果、税金も最初からできるような。 

○雑賀課長  勿論、土地改良事業は、そういう方々の申請に基づいてやる事業です

ので、ですから、こういうふうな形にしたいなとか、こんなふうにやりたいんだと

いうことは基本的に申請者の方々が一応申請されるということですので、そういう

声は十分に聞かせていただいてやらせていただいているというふうに考えていま

す。 

○昆専門委員  償還金の未払いがあるんですね。 

○雑賀課長  償還金の未払いは、国の立場から言えば、県の方に償還を求めている

わけなんですね。ですから、県から国の方に対して償還の未払いというものはあり

ません。ただ、県の方から市町村、改良区の部分については、非常に高い償還率で

すと、というふうな話をお聞きしていますが、具体的に、そうしたら全くないのか、

あるとしたらどれぐらいあるのかというところは、ちょっと国の方としては現時点

では把握しておりません、私の方では。 

○大泉専門委員  そうですか、わかりました。 

○八田主査  時間が参りましたので、今後ともいろいろと御相談をお願いすること

があると思います。よろしくお願い申し上げます。 

  どうもありがとうございました。 

 

６．農業金融の円滑化について 

○八田主査  どうもお忙しいところお越しくださいましてありがとうございます。 

  農業金融の円滑化について御説明をお願いいたします。私ども、質問を前もって

提出させていただいておりますので、それについて早速ですが御説明をお願いいた

します。よろしくお願いいたします。 

○天羽課長  経営局の金融調整課長の天羽でございます。７の（１）から簡単にコ

メントさせていただきます。農業信用基金協会の保証審査に当たって、融資機関に
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営農指導を条件としているとの指摘であるが、ここでいう営農指導がどのようなこ

とを指しているのか不明である。必ずしも明らかではない。普及指導センターの普

及指導員が行うような営農指導については融資機関に求められていないし、そのよ

うな実態があるとは承知していない。農業信用基金協会は保証審査に際して、農業

経営改善促進資金融通事業実施要綱、（以下、「Ｓ資金要綱」という。）に基づき、

保証申込書及び借受申込書が農業経営改善計画書、資金利用計画書の記載内容と適

合しているかを点検するとともに、債権保全措置等について確認することとしてい

る。 

  Ｓ資金要綱においては、融資機関に対してスーパーＳ資金が制度の趣旨どおり借

入農業者の経営改善につながるよう、貸付審査に当たっては、農業経営改善計画と

の整合性、農業経営改善計画の達成確実性、借入金の償還の確実性等の判断をする

とともに、貸付実行後においても常に借入者の資金利用状況及び経営状況等の把握

を求めているところである。仮に農業経営改善計画が計画通りに進んでいない場合

には、技術面については技術的知見を有する普及指導センターなどとも連携を図り

つつ経営の改善を促していく必要がある。  なお、昨年の行政減量・効率化有識者

会議においても、融資機関が保証制度を安易に活用することで貸し倒れの心配がな

くなることにより貸付審査を十分に行わなかったり、あるいは貸付後の債権管理が

疎かになるといったモラルハザードが生ずることが指摘され、その防止の徹底が強

く求められたところである。このようなモラルハザードを防止する観点から、融資

機関が貸付審査や貸付後に融資先の経営状況の把握を行うことは重要であり、基金

協会としても保証審査を行う際に、融資機関がＳ資金要綱に基づく経営状況の把握

等適正に行えるのか、また、融資機関が把握した融資先の経営状況を基金協会に報

告してもらえるのか等確認することとしているところであるが、融資機関が「営農

指導」までも行うことを求めているものではない。現実に信用金庫の中にも、スー

パーＳ資金を活用している者があるが普及指導員が行うような営農指導について

知見を有しているかは承知していない。今後とも、スーパーＳ資金が制度の趣旨に

沿って、適切に活用が図られるよう融資機関の役割など制度の趣旨を徹底してまい

りたい。 

  （２）でございます。農業からのキャッシュフローを重視し、牛、豚等の動産に

着目した動産担保、個人保証に過度に依存しない融資が見られるようにもなってき

ており、一部では育成者権などの農業特有の知財、知的財産を担保とした融資の事

例も出てきているところである。 

  このため農林水産省においては、金融機関、農協系統、農協以外の金融機関、政

府系金融機関、農業生産者団体を構成員とした検討会を設置し、農業者の新たな資

金調達方法について検討を行っているところである。知的財産や農業動産を担保と

した融資手法については、担保管理の方法や担保評価方法、担保物件の処分方法な
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ど金融機関の債権保全に必要な事項や、動産を担保とするのに必要な農業者の資産

管理方法等について、今後も検討を進めていくべきと考えている。 

○八田主査  どうもありがとうございます。 

○天羽課長  （１）について、この話は、私ども聞いたことがなくて初めてなんで

すけれども、どういう事例だか教えていただければと思います。要件としていませ

んので、もし、そんなことを言っているようであれば、個別に対応したい。 

○事務局  これは金融機関からありまして、実際に信用基金協会の方に営農指導が

できますかということを聞かれまして、その営農指導というのが一般的ないわゆる

モニタリングかどうかというところも確認した上で、いや、違うと、一般的に農協

がやっている営農指導員の営農指導ができるかどうか、そこを確認できるのであれ

ば、その根拠を示していただきたい、ここまで言われたので、それは無理だという

ことで申請を取り下げました、という指摘がありましたので、そこまで要件になっ

ているかどうかを確認させていただくと。できれば、是非通知をしていただき、要

件となっていないということを確認させていただきたいと思います。 

○天羽課長  その金融機関から教えていただいてもいいですし、事務局からでも教

えていただければ対応します。 

○八田主査  それは、これからのことだけではなくて、一般的に。 

○事務局  そこまでは覚えていないんですが、広い地域でやられていることなのか、

特定された地域でやられていることなのかと。 

○天羽課長  件数は少ないんですが、銀行とか信用金庫でも、スーパーＳの貸付だ

とか、保証についても実績がありますので、多分、推測ですが、全国ということで

はないんだろうと思われます。 

○八田主査  そうしたら、あと、（２）についてはどうですか。これはお答えとし

ては、検討してされるということですね。 

  それでは、今の（１）については、そういうことで、後で個別に御相談させてい

ただくようにお願いいしたいと思います。それでは、どうもお忙しいところをあり

がとうございました。 

 

（ 以 上 ）  


